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１. 教育委員会が実施する各種取り組みの点検・評価 
 つるぎ町教育委員会は、「優しさ、たくましさを身につけ、生涯にわたる学びを実現する教育の創造

～郷土に誇りをもち、次代を切り拓く人材の育成～」を基本理念として、つるぎ町ならではの教育の

振興に取り組んでいます。 これらの各種取り組みについて、平成１９年６月に公布された「地方教

育行政の組織及び運営に関する法律」（地方教育行政法）の一部が改訂され、「教育委員会の責任体制

の 明確化」を目的として、点検・評価を行い報告書にまとめ議会に提出するとともに公表すること

が規定されました。  
 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律《抜粋》  
（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 
第 26 条 教育秀員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第 1 項の規定により教育長に 
委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事務局職員等に

委任された事務を含む。）の管理及び執行の状況の状況について点検及び評価を行い、その結

果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公表しなければならない。 
 

 ２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者

の知見の活用を図るものとする。  
 

２．点検・評価の方針  
〇趣旨 

     (1)つるぎ町教育委員会は、つるぎ町教育振興計画（令和 2 年 3 月策定）に基づく具体的施策や重 
点事業等の実施状況について点検及び評価を行い、課題や今後の改善方策を明らか にするととも 
に効率的かつ効果的な教育行政の推進を図ります。  
(2)点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公表することによ

り、町民に対する説明責任を果たし、町民に信頼される教育行政を推進します。  
 
〇実施方法 
(1) つるぎ町のつるぎ町教育振興計画（令和 2 年 3 月策定）に基づく、具体的な施策や重点事業等 
を対象として点検及び評価を実施します。 

 (2)施策及び事業の総括を行うとともに、課題や改善策等を明確にします。  
(3)毎年１回実施します。  
(4)外部有識者の意見を聴取したうえで教育委員会がとりまとめます。 
(5)教育委員会は、点検及び評価に関する報告書を作成し、町議会に提出するとともに町民に公表し

ます。  
(6)文章はできるだけ簡潔にわかりやすく表現します。  

 
〇対象事業 

     (1) 教育委員会が直接に関与している事業あるいは活動している事業を「教育委員会の活動状況」

とします。 
     (2) 教育委員会が管理・執行している事務事業・教育長に委任している事務を「教育委員会におけ

る事務の管理・執行状況」とします。  
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〇点検・評価の方法 
(1) 教育委員会による点検・評価  

対象となる事業の実施状況、成果、課題等をまとめ自己評価します。 
(2) 外部による点検評価  

「教育委員会における事務の管理・執行状況」について客観性を確保するため、つるぎ町教育

振興計画策定委員会において評価します。  
(3) 評価基準 

 評価基準は、次のとおりとします。 
 

 
評価基準            評    価 

Ａ：拡充 十分な事業水準にあり、かつ将来への必要度も高く、今後も拡充が必

要。 
Ｂ：継続 一定の事業水準にあり、今後もさらなる効率化を図りつつも、現在の

事業水準を維持 
Ｃ：見直し 事業の必要性はあるが、その手法・執行体制等の見直しが必要。 
Ｄ：廃止 事業を廃止（または休止）する。 
Ｅ：完了 事業が完了している。 

  
   3：公開の方法 

(1) 議会への提出 
  議会への報告書の提出は、原則 6 月の定例会議（報告）にて行います。 
(2) 町民への公表  

議会への報告が終了後、町ホームページにて公開します。 - 
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 １．教育委員会という組織  
(1) 制度 

  平成 27 年 4 月 1 日に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部を改正する 法
律が施行されました。この法律では、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつ つ、地

方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長（町長）との連携を図ると

ともに、地方に対する国の関与の見直しを図ることを目的としています。  
この教育委員会制度は、教育長及び 4 人の委員から構成される教育委員会の委員の合議 によ

り、基本方針を策定し、それを教育長が事務局を指揮監督して執行するという制度のもと運営さ

れています。 
 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表し（会議の主宰者、具体的な事務

執行の責任者、事務局の指揮監督者）、任期は 3 年となっています。また、他の教育 委員の任期

は、4 年となっています。  
 
つるぎ町教育委員名簿                   令和 3 年 5 月 1 日現在 

職名 氏  名 委員就任年月日 任期満了年月日 
教育長 古林 敏美 令和３年４月８日 

 
令和６年４月７日 

教育長職務代

理者 
矢野 太一 平成３１年４月２８日 令和５年４月２７日 

委員 北室さつき 平成３０年４月２８日 令和４年４月２７日 

委員 橘 紀子 令和３年４月２８日 令和７年４月２７日 

委員 豊田 圭一 令和２年４月２８日 令和６年４月２７日 

 
(2) 業務  

教育委員会の業務としては、次のものがあげられます。  
・学校など教育機関の設置、管理及び廃止に関すること 

  ・教育財産の管理に関すること 
  ・教育委員会や学校など教育機関の職員の任免、その他の人事に関すること 
  ・学級編成、教育課程、学習指導、生徒指導に関すること 
  ・教育関係職員及び児童生徒党の保健・安全・福利厚生に関すること 
  ・学校給食に関すること  
・教育に関する調査・統計、教育相談、広報に関すること 

  ・生涯学習の推進に関すること 
  ・青少年健全育成に関すること  
・生涯スポーツ・レクリエーションに関すること  
・芸術・文化の振興に関すること、社会教育施設に関すること   
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 ２．教育委員会の活動状況 
 (1)教育委員会定例会の開催状況 

 教育委員会会議は、定例会を開催しております。令和 3 年は 6 回の定例会を開催し、次の案件

について報告及び承認をいただきました。 
 

開 催 別 月 日 付  議  事  項 
第１回定例会 2 月 17 日 

 

1. 教育長からの業務報告 
2. 議案第１号 つるぎ町教育委員会表彰及び感謝状の贈呈 
3. 令和３年３月から４月の行事について 
4. つるぎ町成人式（案）の開催について 
5. 学校教育課、生涯学習課からの報告 

第 2 回定例会 ３月 25 日 1. 議案第１号「つるぎ町放課後児童健全育成事業管理運営規則の

一部を改正する規則」について 
2. 議案第 2 号「つるぎ町立学校管理規則の一部を改正する規則」

について 
3. 報告第 1 号「令和 2 年度教育委員会の事務に関する点検評価」

について 
4. 学校教育課、生涯学習課からの報告 

 
第 3 回定例会 ４月 21 日 1. 議案第１号 つるぎ町教育委員会教育長職務代理者の指名

について 
2. 学校教育課、生涯学習課からの報告 
 

第 4 回定例会 6 月 21 日 1. 議案第１号 令和３年就学援助費（準要保護児童生徒）の認

定について 
2. 議案第２号 教育委員会規則等の一部改正について 

第 5 回定例会 10 月 18 日 1. 議案第 1 号 つるぎ町学校給食費に関する条例施行規則の

一部改正について 
2. 学校教育課、生涯学習課からの報告 

  
第 6 回定例会 12 月 15 日 1. 議案第 1 号 令和 3 年度つるぎ町教育支援委員会答申につ

いて 
2. 議案第 2 号 令和 3 年度就学援助（要・準要保護）の追加

認定について 
3. 学校教育課、生涯学習課からの報告 
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1. つるぎ町の教育方針 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成２７年４月１日に施

行されました。これに基づき、町長が教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、

教育委員会と協議調整のうえ、その目標や施策の方針となる教育に関する大綱を策定することが

義務づけられました。 
この教育大綱は、町の教育の基本理念、施策を進めていくうえで基本計画とで構成されており、

令和２年度から６年度までの５年間の事業推進について計画を定めています。 
 

（1） つるぎ町教育振興計画（大綱）の概要 
   
（つるぎ町教育の基本理念） 
生涯にわたる学びを実現し、町民一人一人の豊かな人生を創造する 
 

つるぎ町における少子高齢化の進行は急速であり、核家族化や少子化により、家庭や地域

において交流する機会。異年齢の世代と触れあう機会が少なくなってきています。このよう

な状況の中で、子育ての悩みを抱える保護者が増えています。学校・家庭・地域等それぞれ

が緊密な連携をとり、地域全体で子どもたちの成長を見守ることが大切です。 

 
   

基本計画 
 次代を担う人材を育成し、だれもがともに学ぶことのできる、つるぎ町らしい教育の創造

に向け、学校教育の充実、教育環境の整備充実、青少年の健全育成と子どもから高齢者まで

あらゆる世代が学べる、総合的な学習環境づくりをめざします。 
また、住民主体の芸術、文化、スポーツ活動、国際交流活動等を支援・促進していくととも

に、伝統文化・地域資源をはじめ、有形・無形の貴重な歴史的文化遺産の保存と活用に努め

ます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

【基本⽬標】 

1 ⼦どものすこやかな育成を実現し広い視野をもち地域とともにある教育の推進 

2 ⽣きる⼒を学び.値康で⼼豊かに暮らせる⽣涯学習の推進 

 

□ 施策の基本的な⽅向 

１⼦ども･⼦育て⽀榎の充実 
(1)幼児教育の充実 

(2)幼稚園就園⽀援の推進 

(3)幼稚園･⼩学校の放課後⽀援の推進 

２学校教育の充実 
(1)確かな学⼒の育成 

(2)豊かな⼼と健やかな⾝体の育成 

(3)特別⽀援教育の充実 

(4)未来をつくる教育の推進 

(5)安全教育･防災教育の推進 

(6)グローバル化に対応した教育の推進 

(7)情報教育(ICT活⽤能⼒の育成)の推進 

(8)教職員の資買向上 

(9)学校の教育環境の充実 

３⽣涯学習の推進 
(1)⻘少年の健全育成の推進 

(2)⽣涯学習活動の充実 

(3)⼈権教育の推進 

(4)環境教育の推進 

(5)スポーツ施設の整備･有効活⽤の促進 

(6)各種スポーツ団体の活動推進 

(7)スポーツ活動の普及促進 

４地域･伝統⽂化の振興と推進 
(1)地域⽂化の継承と振興 

(2)⽂化財の保護と活⽤の促進 

(3)芸術･⽂化活動の充実 

□ 計画の推進に向けて 
１町⺠の参画･協働による計画の推進 

２計画の推進と反省 

３町⺠への啓免 



1 
 

令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：1.子ども・子育て支援の充実    基本区分：（1）幼児教育の充実    実施区分：②幼稚園の教育環境の整備 
 
 幼稚園教育要領の趣旨に沿い、幼児一人一人の特性に応じた教育を推進するため、幼稚園の水準の向上を図り、自己

点検・自己評価の実施に努めるとともに、１学級の園児数や教職員の配置について見直しや改善を図っていきます。今後

も保育所とも密に連携し、保育所からの継続的な支援に取り組んでいきます。 

 
事業名 ：幼稚園施設管理 

事業の目的 

目的 幼児が安全で快適な環境の中で学ぶことができるよう、幼稚園施設の改良と補修

を実施し適切な維持管理を行う。 

目標 
幼稚園施設の維持管理を適切に行うことにより、施設の長寿命化と園児の学習環

境を充実させる。 

事業の成果 

状況 
令和３年度に実施した事業 
半田幼稚園 テラス交付対策工事 374 千円 
貞光幼稚園 給湯器交換 40 千円 プロパン庫修繕４千円、看板修繕 2 千円 

成果 
幼稚園からの要望に添い施設の修繕・改修を行った結果、学習環境を充実させる

ことができた。 

補助対象事

業及び財源 町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
事業名 ：幼稚園備品購入 

事業の目的 

目的 教育上必要な備品の整備を行い、学習環境の充実を図る。 

目標 
幼稚園施設の維持管理を適切に行うことにより、施設の長寿命化と園児の学習環

境を充実させる。 

事業の成果 

状況 幼稚園 一般備品 32千円（プリンター） 

成果 
幼稚園からの要望に沿い備品の整備を行った結果、園児の学習環境を充実させる

ことができた。 

補助対象事

業及び財源 町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
事業名 ：幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業 

事業の目的 

目的 ・幼児教育の環境整備を行うことにより、質の高い環境で、子どもを安心して育

てることができる体制を整備することを目的とする。 

目標 保健衛生用品の整備を行うことで幼児の教育環境を充実させる。 

事業の成果 

状況 
感染症対策を実施するために必要となる保健衛生用品の購入 

・半田幼稚園 400 千円  ・貞光幼稚園 400 千円 

成果 
幼稚園からの要望に沿い保健衛生用品の整備を行った結果、園児の学習環境を充

実させことができた。 

補助対象事

業及び財源 町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：1.子ども・子育て支援の充実   基本区分：（1）幼児教育の充実  実施区分：③幼稚園教員の資質及び専門性の向上 
 
 幼児期は人間形成の基礎が培われる重要な時期であり、幼稚園教育においては幼児を取り巻く教育環境の根幹をなす教

員の役割は特に大きいといわれます。幼稚園教育が社会の期待に応えるために、教員は常に教育内容・方法の改善に心が

け、総合的指導力、保育構想力と実践力、他教員との協働性、特別な支援を要する幼児への対応力、保育所、小学校との

連携推進力、保護者や地域との連携推進力、人権感覚等について自らの資質向上をめざし続ける必要があります。教員の

専門性を高めるため、校内外での研修の充実を図りながら、社会環境の急速かつ大きな変化に対応した幼児教育の多様な

展開に努めます。  

 
事業名 ：幼稚園教育研究会補助金 

事業の目的 
目的 

幼稚園教育の目的に即して、つるぎ町幼稚園の連絡連携を図り、幼稚園教育に関

する諸問題の研究調査と振興方策を協議し、つるぎ町幼稚園教育の充実に期する

事を目的とする 

目標 幼児をとりまく教育環境の課題について協議・検討・研修を行う。 

事業の成果 
状況 幼稚園教員の資質と専門性の向上のため、夏季研修会、幼稚園教育研修会、園長会

等を開催し、課題と対策について研修、協議した。 

成果 各研修会を通して、幼稚園の充実に向けての学習に取り組むともに課題に対して

速やかに対応することができた。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：1.子ども・子育て支援の充実   基本区分：（3）幼稚園・小学校の放課後支援の推進 ②幼稚園型一時あずかり事業 
 
本町の幼稚園では、平成２７年４月「子ども・子育て支援新制度」のスタートを機に、１４時まで教育が行われ、降園後 

や長期休暇期間等に、保護者が就労や妊娠・出産、疾病等により保育が困難な家庭に対して、幼稚園型一時預かり事業を

実施しています。利用料は無料で、おやつ等の実費のみの負担としています。家庭的な雰囲気の中で絵本を読んだり、

日々の遊びを通じて、幼児の健やかな成長を目指し、子育て支援に努めています。 

 
事業名：放課後児童クラブ（げんきっこクラブ） 

事業の目的 

目的 保護者が就労等により昼間家庭において養育を受けられない、放課後等に適切

な遊びや生活の場を提供する。（児童福祉法第6条の３第2項に規定） 

目標 
開所日数を確保し、保護者が安心して働ける環境をつくるとともに児童の健全

育成支援を行う。学童保育の充実をはかり、子どもたちを育てやすい環境を整

備する。 

事業の成果 

状況 

・貞光げんきっこクラブ99人、半田げんきっこクラブ50人の計149人(5月1日現

在）の児童が放課後に集まり遊びや宿題などの活動を行った。 

・本事業は、夏休みなどの長期休暇や土曜日も開所し、原則250日以上の開所を

目指す。 

・つるぎ町は利用料を徴収せず無料としている。 

令和4年度は、貞光げんきっこ86人、半田げんきっこ54人、計140人となる予

定。 

成果 

利用が必要な家庭の子どもたちを預かった。 

また、土曜日や夏休み等も開所し、令和3年度は286日の稼働であった。 

これにより、保護者の就労支援と子育て支援、また子どもたちの学習環境や生

活環境の充実に寄与した。 

夏休みは、試行として給食も提供するなど保護者に寄り添った運営を行うこと

により、アンケートにおいてもクラブに対する高い評価を得ている。 

補助対象事

業及び財源 

放課後児童健全育成

事業厚生労働省 
（国県補助） 

自己評価 A：拡充 総合点 A：拡充 
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事業名：幼稚園型一時預かり事業 

事業の目的 

目的 家庭での保育が一時的に困難となった幼稚園児に対し、主として昼間に幼稚園にお

いて一時的に預かり、必要な保護を行う。 

目標 

幼稚園で一時預かりを行うことで保護者の負担を軽減するとともに、園児を危険な

状況から遠ざけることで園児の福祉の向上を図る。 

事業内容の充実をはかり保護者の働きやすい環境と子育てにかかる負担を軽減す

る。 

事業の成果 

状況 

つるぎ町立半田幼稚園及び貞光幼稚園において、降園後や土曜日、さらに長期休園日に保護

者が就労や親族の常時看護、介護のため、家庭で保育を受けることが一時的に困難となった

幼稚園児を幼稚園で一時的に預かっている。 

平日：14:00～18:00 

平成３０年度実績 

・半田幼稚園 5,752人 

・貞光幼稚園 6,710人 

合計：    12,462人 

令和元度実績 

施設当たり年間利用者数 

・半田幼稚園 7,856人 

・貞光幼稚園 7,518人 

合計：    15,374人 

令和2度実績 

施設当たり年間利用者数 

・半田幼稚園 7,139人 

・貞光幼稚園 7,538人 

合計：    14,677人 

令和3度実績（見込） 

施設当たり年間利用者数 

・半田幼稚園 6,276人 

・貞光幼稚園 6,874人 

合計：    13,150人 

成果 

・本事業を行うことで、幼稚園児保護者は安心して、就労や親族の介護等に務める

ことができた。 

・教育時間終了後や長期休業日に園児が1人で放置されることがなくなり、園児を

事故や体調の急変といった危険性から守ることができた。 

補助対象事

業及び財源 

放課後児童健全育成

事業厚生労働省 
（国県補助） 

自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
事業名 ：幼稚園型一時預かり事業備品購入 

事業の目的 
目的 預かり事業をすすめるために必要な備品の整備を行い、一時預かり保育の充実を

図る。 

目標 幼稚園型一時あずかり事業に必要な備品を購入し、事業の充実を目指す。 

事業の成果 

状況 半田一時あずかり事業 一般備品 50千円（ミシン、ブルーレイレコーダー） 

成果 
幼稚園からの要望に沿い備品の整備を行った結果、一時預かり事業の環境を充実

させることができた。 

補助対象事業

及び財源 町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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事業名：つるぎ町未来塾（貞光教室・半田教室） 

事業の目的 

目的 

学習支援を、教員ＯＢなど地域住民の協力により学習支援を実施する。学習機会

の提供を行うことにより基礎学力の定着と向上をはかり、ひいては貧困の負の連

鎖を断ち切ることを目指す。つるぎ町は、中学生を対象に開講しており、受講料

は無料としている。 

本補助事業は、学校教育現場における教職員の業務負担軽減の一環として実施す

るものです。 

目標 
学校の授業のみでなく「未来塾」で補充学習をすることによって家庭学習にあり

がちな「できない」、「やらない」という問題の解消を図る。未来塾での学習や

学習報告を参考に家庭学習を行い、学習習慣の確立と学力の向上を図る。 

事業の成果 

状況 
学校行事のない土曜日に家庭学習の支援として、英語・数学・国語の3教科を指

導する地域未来塾を開校した。 

開講数33回 申込者 半田中学校15名、貞光中学校52名 

成果 

未来塾に参加する生徒には、学習状況を学期ごとに保護者に報告していることに

より未来塾に対する家庭の関心が高まると共に家庭での学習意欲の向上につなが

っている。 

学習に真剣に取り組もうとする態度が浸透し、学習環境が向上している。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
事業名：つるぎ町放課後子ども教室（貞光教室・半田教室・太田教室） 

事業の目的 

目的 
つるぎ町のすべての子どもが安心できる居場所として、地域力を活用し放課後や

週末等に子どもの集団形成を意識した体験学習や伝統文化の学習・基礎学習を実

施する。 

目標 
放課後や週末等に、すべての子どもの安全・安心な活動拠点として放課後子ども

教室を実行する。・子どもたちの自主性・社会性・創造性をはぐくむとともに児

童の健全育成を図り、文化的教養を高め学力・体力の向上を図る。 

事業の成果 

状況 

・放課後子ども教室活動プログラムとして5教室を提供して、月に平均6回の教室を開催。

・日本舞踊教室 月2回教育活動推進員3名 参加児童17名（貞光6名・半田11名） 
・英会話教室 月1回教育活動推進員3名 参加児童34名（貞光9名・半田23名・太田2名）

・将棋教室 月１回教育活動推進員2名 参加児童17名（貞光5名・半田12名 
・ティーボール教室 月１回教育活動推進員3名 参加児童39名（貞光15名・半田24名） 

成果 ・児童の自主性・社会性・創造性をはぐぐむことができた。 

・放課後児童クラブ（げんきっこクラブ）との連携によりスムーズな教室運営ができた。

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和 3 年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 

計画区分：2.学校教育の充実   基本区分：（1）確かな学力の育成  実施区分：①基礎・基本の定着と活用力の育成 

 
基礎・基本の定着を図り、生涯にわたる学習の基礎となる「自ら学び、考え、行動する力」等を確実に育てる

ため、ティームティーチング(TT)や習熟の程度に応じた指導を進めるなどわかりやすい授業を行うとともに、

子ども一人一人が 主体的に学習に取り組もうとする態度を養い、「確かな学力」と「思考力」の育成を図って

いきます。また、児童・生徒の 学力・学習状況を把握するための「全国学力・学習状況調査や徳島県ステップ

アップテスト」を継続的に実施し、効果的な 学習を進めるための参考にしていきたいと考えます。 

 
事業名：全国学力・学習状況調査 

事業の目的 
目的 小中学生の学力や学習状況を把握するために、平成19年度から文部科学省が実施

する調査。 

目標 つるぎ町内の小学6年生と中学3年生の学力及び生活実態等を調査する。 

事業の成果 
状況 

平成19年度から実施され、小学6年生と中学3年生を対象に、毎年4月に行われ

る。国語、算数、理科の学力テストと生活習慣・学習環境に関するアンケートも

実施される。 

【調査対象者数】 

平成30年度 小学6年生：52名、中学3年生：72名 

令和元年度 小学6年生：45名、中学3年生：65名 

令和2年度  小学6年生：30名、中学3年生：62名 

令和3年度  小学6年生：50名、中学3年生：52名 
成果 令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、全国一斉に中止された。

補助対象事

業及び財源 
文部科学省 自己評価 評価対象外 総合点 評価対象外 

 
事業名：ステップアップテスト 

事業の目的 
目的 

徳島県下の小学校4・5年生と中学校1・2年生全員が、国語・算数（数学）の2教科につい

て試験を行い、「基礎的・基本的な知識・技能」や「問題解決のために必要な思考力・判

断力・表現力等」についての学力の到達度を測る。 

目標 「基礎的・基本的な知識・技能」や「問題解決のために必要な思考力・判断力・

表現力等」についての学力の到達度を測る。 

事業の成果 
状況 

平成21年度から春と秋の2回、「徳島県学力ステップアップテスト」を実施。 

平成30年度対象者 小学校4年生：29人、小学校5年生：44人、中学校1年生：60

人、中学校2年生：65人 

令和元年度対象者 小学校4年生：52人、小学校5年生：30人、中学校1年生：52

人、中学校2年生：61人 

令和2年度対象者 小学4年生：41人、小学5年生：50人、中学1年生：47人、中学

2年生：52人 

令和3年度対象者 小学4年生：52人、小学5年生：40人、中学1年生：29人、中学

2年生：46人 

 

成果 新型コロナウイルス感染症対策として、県全体で中止とした。 

補助対象事

業及び財源 
徳島県 自己評価 評価対象外 総合点 評価対象外 
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令和 3 年度事務事業評価 
事業名：つるぎ町就学援助事業（小学校） 

事業の目的 
目的 

学校教育法第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学

齢児童・生徒の保護者に対し、就学援助費を交付することにより、小学校及び中

学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。 

目標 小学校在籍児童生徒の保護者に、就学援助費制度の周知を図る 

事業の成果 

状況 

【就学援助費受給認定者数】 
要保護児童生徒数    H30:9人 R1:7人 R2:8人 R3:5人 
準要保護児童生徒数   H30：32人 R1:26人 R2:25人 R3:21人 
要保護年度途中認定者  H30:2人 R1:0人 R2:0人 R3:0人 
準要保護年度途中認定者 H30:2人 R1:0人 R2:0人 R3:5人 
準要保護年度途中辞退者 H30:2人 R1:0人 R2:0人 R3:0人 
合計 H30:47人 R1:33人 R2:33人  R3:31人 

成果 

年度当初にお知らせ及び申請手続きを行うことにより、小中学校在籍児童生徒の

世帯全部に就学援助費制度の周知をすることができた。それにより、援助を必要

とする家庭や児童に適切な対応が可能となった。 また、学校においても家庭状

況の変化の把握に努め、随時の支援対応を行っている。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B:継続 総合点 B:継続 

 
事業名：つるぎ町就学援助事業（中学校）  

事業の目的 
目的 

学校教育法第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学

齢児童・生徒の保護者に対し、就学援助費を交付することにより、小学校及び中

学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。 

目標 中学校在籍児童生徒の保護者に、就学援助費制度の周知を図る 

事業の成果 

状況 

【就学援助費受給認定者数】  
要保護児童生徒数  H30:2人 R1:5人 R2:6人 R3:3人 
準要保護児童生徒数 H30：27人 R1:22人 R2:15人 R3:10人 
要保護年度途中認定者 H30:1人 R1:0人 R2:0人 R3:1人 
準要保護年度途中認定者 H30:0人 R1:0人 R2:0人 R3:0人 
準要保護年度途中辞退者 H30:1人 R1:0人 R2:0人 R3:0人 
合計 H30:31人 R1:27人 R2:21人 R3:14人                

成果 

年度当初にお知らせ及び申請手続きを行うことにより、小中学校在籍児童生徒の

世帯全部に就学援助費制度の周知をすることができた。それにより、援助を必要

とする家庭や児童に適切な対応が可能となった。 また、学校においても家庭状

況の変化の把握に努め、随時の支援対応を行っている。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：2.学校教育の充実    基本区分：（1）確かな学力の育成  実施区分：②つるぎ町保幼小中一貫教育の推進 
 
  保育所、幼稚園、小学校そして中学校のスムーズな接続と、連携による学力向上の推進及び過疎化・少

子化に伴う、将来に向けた保幼小中一貫校の可能性を含めた研究を進めるため、「つるぎ町保幼小中一貫教

育」が推進されてきました。今後も発達や学びの連続性の観点を含め円滑な接続ができるよう、保・幼・

小・中での共通理解が図れるように計画的な研修を続けていきたいと考えます。 

 

事業名：つるぎ町一貫教育研究会 

事業の目的 

目的 
初等教育（小学校）と前期中等教育（中学校）に加え幼稚園と保育所との一貫性

を持たせた体系的な学校制度を確立する。このことにより、さまざまな教育諸問

題に対し連携・協力して切れ目なく問題を解決することを目的とする。 

目標 

一貫教育研究会の主題として「保育所・幼稚園・小中学校の連携による、心豊か

にたくましく生きる子どもの育成」を掲げ、重点的取り組みとして「人の話を聞

ける子どもを育てる」、「自分や友達を大切にできる子どもを育てる」、「望ま

しい食習慣・運動習慣を身につけさせる」ことを目標に活動を実施。 

事業の成果 

状況 

つるぎ町一貫教育研究会を貞光地区3回、半田地区3回の計6回開催。 

保育所と幼稚園の交流保育を実施また、幼稚園どうしの交流保育を実施。 

幼稚園と小学校の交流事業として、交流七夕や夏遊びイベントを実施。 

小中学校との新入生情報交換、文化祭や防災訓練を通じて交流、さらに中学生の

職場体験やふれあい体験学習では保育所から中学生までが交流した。 

成果 
保育所から中学校にいたるまでの教育課題に対して、幼児、児童、生徒の交流を

行うことにより一貫した指導の定着が見られた。引き続き事業の内容については

継続し各小中学校の学校運営協議会に移行し研究会は廃止する。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 D：廃止 総合点 D：廃止 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：2.学校教育の充実   基本区分：（2）豊かな心と健やかな身体の育成  実施区分：①道徳教育の充実 
   
道徳の教科化や「わたしたちの道徳」の活用推進により、児童・生徒自身が生命を大切にする心や善悪の判

断、規範意識等の道徳性を身につけるための方法についての検討がされています。道徳教育によって自尊感

情や児童・生徒の道徳性を高め、「命」の大切さや「多様性」への理解を深めたり日常生活における道徳的

実践が確かなものとなるよう、学校教育活動全体での取組を進めるとともに、各学校の実態に合わせた指導

の工夫を促していきます。 

 

事業名：学校社会福祉事業負担金（小学校） 

事業の目的 
目的 草花の栽培活動・環境美化活動・地域人権啓発活動を通して、子ども、保護者、

職員、地域の方々等全ての人に故郷つるぎ町を愛する豊かな心情を育てる。 

目標 つるぎ町の一員として、つるぎ町を愛する気持ちを育てる。 

事業の成果 
状況 

・花の栽培、・地域の清掃、・リサイクル、地域との交流、人権に関する後援会

等の事業を実施した。 

【令和3年度】 

半田小学校9万円、貞光小学校9万円、太田小学校5.5万円 

成果 児童が福祉や環境への関心を高め、将来社会の一員として生きていくための諸活

動や体験が行えた。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：1.学校教育の充実   基本区分：（2）豊かな心と健やかな身体の育成   実施区分：③いじめ・不登校対策 
 
 本町におけるいじめの根絶に向けて、町、学校、家庭、地域住民、その他関係者の連携のもと、いじめ防止のための対

策を総合的かつ効果的に推進していきます。いじめの未然防止、早期発見及びいじめへの対処の基本的な方針を示すもの

として、いじめ防止対策推進法に基づいた「つるぎ町いじめ防止基本方針」を策定し、いじめ防止に取り組みます。ま

た、現在各学校では「学校いじめ防止基本方針」を策定し、いじめの防止・根絶に向けた取り組みを進めるとともに、不

登校については、問題解決に時間がかかるケースも見られるため、児童・生徒一人一人に応じた適切な支援がなされるよ

う、スクールカウンセラー等の専門家を活用した取り組みも進めています。 

事業名：スクールソーシャルワーカー導入事業 

事業の目的 
目的 児童・生徒を取り巻く環境に注目して問題の解決を図る専門家としてスクールソ

ーシャルワーカーを配置する。 

目標 
いじめや登校拒否など小中学校が抱える課題に対して、専門的な立場から相談、

助言、援助活動を行う。 

事業の成果 

状況 つるぎ町教育委員会にスクールソーシャルワーカーを置き、町内小中学校での相

談活動、助言・援助活動を実施  設置日：毎週金曜日1名 

成果 
不登校等の生徒に対して面談や助言を行った。また、家庭に問題があると思われ

る児童生徒に対してのケース会議を複数回開催し、連携機関との共通理解をはか

ることができた。 

補助対象事

業及び財源 

スクールソーシャル

ワーカー活用事業徳

島県教育委員会（国

県補助） 

自己評価 評価不能 総合点 評価対象外 

 
事業名：スクールカウンセラー導入事業 

事業の目的 
目的 

児童・生徒・学生の不登校や、学内での種々の問題行動に対して専門的な心理学

知識や心理援助知識により学校内の相談室を拠点として密度の濃い相談を実施し

改善を目指す。 

目標 心理学的な問題に起因する症状を相談及び心理学療法により改善するのを手伝

う。 

事業の成果 

状況 つるぎ町内の中学校区に一人ずつ配置。毎週金曜日に中学校に派遣され、相談業

務等を行う。 

成果 
小中学校の児童生徒、保護者に対する相談活動によって、安定した学校生活を送

る上での精神的な支えになった。また、支援を必要とする子どもを担当している

教員の相談にのることで、担任の精神的な負担解消の一助となった。 

補助対象事

業及び財源 

スクールカウンセラ

ー導入事業徳島県教

育委員会（国県補

助） 

自己評価 評価不能 総合点 評価対象外 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：2.学校教育の充実   基本区分：（2）豊な心と健やかな身体の育成    実施区分：④食育の推進 
 
  本町では、令和元年度より、つるぎ町学校給食センターでの学校給食提供がスタートしました。適切な

栄養の摂取による健康の保持及び増進を図り、学校生活を豊かにするとともに、子どもたちの望ましい食習

慣の形成や発達段階に応じた食育の大切さを学びます。また、食育の一環として、地域の農産物の収穫体験

や収穫物を使った調理実習を通して地産地消を推進し、食に関する意識を高めていきます。また本町では、

つるぎ町食育推進計画が策定されており、食育を総合的かつ計画的に推進するとともに、つるぎ町食育推進

委員会が設置され、なお一層地域・家庭・学校と連携をとりながら、住民の食に関する意識の向上と健康な

身体の育成を図っていきます。 

 

 

事業名：学校給食事業 

事業の目的 
目的 

学校給食は、学校教育活動の一環として実施されるものであり、幼児・児童・生

徒が身体的・精神的に大きく成長する大切な時期に栄養のバランスのとれた学校

給食を提供することを通じて食育の充実を目指す。 

目標 子どもたちの健やかな成長のために安全で安心で栄養バランスのとれた給食を提

供する。 

事業の成果 

状況 

令和元年9月からつるぎ町単独の共同調理場を利用し学校給食を幼少中学校に提

供している。 

【学校給食費】 

学校給食費として保護者から食材費等を徴収し給食を提供するための費用にあて

ている。児童生徒（先生等を含む）：642食  

幼稚園：無料 

月、小学校4,600円 

月、中学校4,900円 

月、先生等：5,000円 

【給食センター管理費】学校給食センターを運営するための人件費や光熱水費、

消耗品等の費用 115,981千円 

夏季休業中の放課後児童クラブ及び幼稚園一時預かりに、給食を提供した。 

成果 
新の衛生管理を施した施設と調理器具を導入し、安全でおいしい給食を提供で

きた。放課後児童クラブ及び幼稚園一時預かりへの給食提供は20日間程度であっ

たが、保護者の評判もよく引き続き実施予定。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：2.学校教育の充実   基本区分：（2）豊かな心と健やかな身体の育成  実施区分：⑤健康・体力の向上 
 
 児童・生徒が生涯にわたって積極的に運動に親しみ、自ら健康を管理・改善していく能力を身につけられるよう、学校

の教育活動全体を通じて体育・健康に関する指導を充実します。体育の授業の中では全国体力テストの結果等も参考にし

ながら、積極的に運動に親しむ資質や能力・体力の向上や健康の保持増進のための実践力を育成していきます。また運動

部活動においては、競技力の向上を図り運動の楽しさを味わうとともに、社会性や協調性の育成にも効果的なものとなる

よう家庭や地域、関係団体等との連携を図りながら、魅力ある部活動の環境づくりに取り組みます。 

 

事業名：つるぎ町学校保健連合会 

事業の目的 
目的 学校保健の研究並びに地域社会における保健思想の向上を図り、学校保健に関す

る教育に寄与すると共に、町内各学校保健委員会相互の連携を図る。 

目標 つるぎ町内の学校保健施設の整備及び保健意識の向上を図る。 

事業の成果 

状況 
【令和3年度】 

・環境衛生検査（ダニ拭き取り検査）48,000円×7校 

・薬剤師費用（再検査分を含む）20,000円 

・県保健主事部会費、各学校保健事業費、会議費、事務費 60,000円 

成果 
総会及び研修会や各幼、小、中学校にて食育や生活習慣予防に関する指導・ブラ

ッシング指導、保健指導、薬物乱用防止教室、思春期ふれあい体験を通して学ぶ

ことができた。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
 
事業名：中学校体育連盟補助金 

事業の目的 
目的 美馬郡中学校生徒の健全な体育活動の普及発展を図るとともに、美馬郡中学校体

育諸行事の開催を推進するため。 

目標 美馬郡中学校生徒の健全な体育活動の普及発展を図るとともに、美馬郡中学校体

育諸行事の開催を推進する 

事業の成果 

状況 

・美馬郡の中学校が運営する次の大会を開催、または参加した。 

【令和3年度】 

郡夏期総合体育大会220,000円、美馬地区陸上競技大会180,000円、県夏季総合体

育大会47,000円、郡秋季新人大会224,000円、県新人駅伝大会217,000円、美馬地

区駅伝競走大会110,000円、美馬地区新人駅伝競走大会110,000円、徳島駅伝競走

大会217,000円 郡市対抗陸上競技大会47,000円 

支出は、大会開催費及び参加の交通費（バス代）として支出 

成果 
新型コロナの感染状況により、日程の変更や無観客等感染対策を行い、美馬郡の

中学校が開催する体育大会が無理なく充実した大会運営ができた。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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事業名：生徒体育振興補助金 

事業の目的 
目的 生徒の健全な心身の成長と技能の向上を目指し、スポーツ・文化活動を推進する

ためクラブ活動の運営を補助する。 

目標 つるぎ町内中学校のクラブ活動の運営を補助する。 

事業の成果 

状況 

【令和3年度】 

・ 野球・バレーボール・駅伝・陸上・音楽・サッカー等の参加費、登録料とし

て、103万円（8,000円×生徒数129人） 

・ 生徒引率者交通費（高速代金）補助として、40万円（20万円×2校分） 

成果 

新型コロナの感染状況により、部活動の中止、時間短縮等の期間もあったがスポ

ーツ・文化のクラブ活動を通じて、心身の成長と技術の向上を図ることができ

た。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
事業名：中学校校外活動学習補助金 

事業の目的 
目的 

自然の中での集団生活や海洋活動を通して、自然に親しむ心や自然を大切にする

心を養う。規律を守りともに助け合い、集団の中の一員としての自覚を養うとと

もに、心身を鍛練し、自ら実践し想像する態度を育てる。 

目標 体を鍛えるとともに自然に親しむ心、規律、共同、友情、奉仕の精神を学ぶ。 

事業の成果 

状況 

・校外活動として、次の活動を行った。 

【令和3年度】 

半田中 570,000円 【スキー教室、美馬地区音楽会、少年少女消防クラブ体験学

習】 

貞光中 814,000円 【ＹＭＣＡ宿泊学習、剣山登山、美馬地区音楽会、美馬地区

創作コンクール】 

成果 
感染対策を充分に行い、体を鍛えるとともに自然に親しむ心、規律、共同、友

情、奉仕の精神を学んだ。また、美馬地区音楽会に参加し、他校の生徒と一緒に

演奏の技能を高め交流を図った。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B:継続 総合点 B:継続 
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事業名：基本健康診査及び尿検査委託事業（小学校） 

事業の目的 
目的 学校保健安全法第１３条に基づき、つるぎ町立小学校に在籍する児童に対して健

康診断を実施する。 

目標 健康診断を実施することで、児童生徒の健康増進を図り、学校教育の円滑な実施

とその成果を確保する。 

事業の成果 

状況 

検診項目 

・尿検査：全学年生を対象に実施 

・心電図検査：第１学年生を対象に実施 

・眼科検診：第２学年及び第５学年生を対象に実施 

・耳鼻科検診：第２学年及び第５学年生を対象に実施 

令和3年度受診者数 

・半田小学校（尿検査130名、心電図29名、眼科検診及び耳鼻科検診40名） 

・貞光小学校（尿検査146名、心電図28名、眼科検診及び耳鼻科検診39名） 

・太田小学校（尿検査  3名、心電図0名、眼科検診及び耳鼻科検診0名） 

成果 
・学校として、生徒の健康状態を把握することができた。 

・健康状態が悪い生徒に対し、改善の為の指導や早期治療を指示できる環境が得

られた。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
事業名：基本健康診査及び尿検査委託事業（中学校） 

事業の目的 
目的 学校保健安全法第１３条に基づき、つるぎ町立中学校に在籍する児童に対して健

康診断を実施する。 

目標 健康診断を実施することで、児童生徒の健康増進を図り、学校教育の円滑な実施

とその成果を確保する。 

事業の成果 

状況 

検診項目 

・尿検査：全学年生を対象に実施 

・心電図検査：第１学年生を対象に実施 

・眼科検診：第２学年生を対象に実施 

・耳鼻科検診：第２学年生を対象に実施 

令和3年度受診者数 

・半田中学校（尿検査 44名、心電図7名、眼科検診及び耳鼻科検診14名） 

・貞光中学校（尿検査 89名、心電図21名、眼科検診及び耳鼻科検診30名） 

成果 
・学校として、生徒の健康状態を把握することができた。 

・健康状態が悪い生徒に対し、改善の為の指導や早期治療を指示できる環境が得

られた。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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事業名：基本健康診査及び尿検査委託事業（幼稚園） 

事業の目的 
目的 学校保健安全法第１３条に基づき、つるぎ町立幼稚園に在籍する園児に対して健

康診断を実施する。 

目標 健康診断を実施することで、児童生徒の健康増進を図り、学校教育の円滑な実施

とその成果を確保する。 

事業の成果 

状況 

検診項目 

・尿検査：全園児を対象に実施 

・眼科検診：幼稚園年長児を対象に実施 

・耳鼻科検診：幼稚園年長児を対象に実施 

令和3年度受診者数 

・半田幼稚園（尿検査28名、眼科検診及び耳鼻科検診13名） 

・貞光幼稚園（尿検査35名、眼科検診及び耳鼻科検診20名） 

成果 
・幼稚園として、園児の健康状態を把握することができた。 

・健康状態が悪い園児に対し、改善の為の指導や早期治療を指示できる環境が得

られた。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 

計画区分：1.学校教育の充実   基本区分：（3）特別支援教育の充実  実施区分：①理解の推進と支援体制の充実 
 
 特別な教育的支援を必要とする幼児・児童・生徒に対して、一人一人の能力や可能性を 大限に伸ばし、自分が生活す

る地域社会の中で、自立や社会参加するための基盤となる生き方を培うため、一人一人の教育的ニーズに応じて、適切な

指導及び必要な支援を行います。児童生徒の就学にあたっては、つるぎ町教育支援委員会が障がいの種類や程度、教育上

必要な支援の内容や方法、保護者及び専門家の意見を勘案して、適切な就学指導ができるよう努めます。さらに、特別支

援コーディネーターを中心に、園・校内で相談支援の必要性について判断し、特別支援教育巡回相談員による相談活動等

を活用しながら、子ども、保護者、教員で教育的ニーズの把握と必要な支援について共通理解できる体制の強化を目指し

ます。また交流及び共同学習を積極的に進め、共に尊重し合いながら協同して生活をしていく態度を育んでいきます。 

 

事業名：特別支援学級及び通級指導教室 

事業の目的 
目的 

障がいの程度に応じて、指導領域「自立活動」のもと、種々の困難を改善・克服すること

で社会に適応する資質を伸ばすことを目的とする。特別支援学級とは、障がいの程度に応

じてきめ細やかな指導を行う少人数学級である。 

通級学級とは、普段、通常の学級に在籍し通常の授業を受けながら、言語や学習障害の状

態に応じて別に指導を受ける。 

目標 児童生徒の特性に応じた弾力的な教育課程を編成し専門性の高い教育を行う。 

事業の成果 

状況 

【特別支援学級】 

児童生徒の状況に応じて指導を実施 

令和元年度 中学校7人 小学校20人 

令和2年度 中学校6人 小学校22人 

令和3年度 中学校6人 小学校29人 

【通級学級】 

算数、国語、ことばの教室の指導を実施 

令和元年度 小学校26人 

令和2年度 小学校30人 

令和3年度 小学校35人 

※中学校に通級学級は設置していない。 

成果 
・特別支援学級は、「個別指導計画」に基づき適切な指導と支援を行うことができた。・

一人一人に配慮した教育を行うことにより、通級学級を退級し通常学級での教育が可能と

なる児童がある。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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事業名：つるぎ町特別支援教育就学奨励費事業（小学校） 

事業の目的 
目的 

障がいのある幼児・児童・生徒が特別支援学校や小学校の特別支援学級等で学ぶ際に、保

護者が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況等に応じ、国及び地方公共団体が

補助することで特別支援教育の普及奨励を図る 

目標 特別支援教育の特殊事情に合わせ、保護者に対して教育関係経費の補助を行う 

事業の成果 
状況 

【特別支援教育就学奨励費認定児童生徒】 

支給内容：学用品・通学用品費、新入学学用品費、修学旅行費、校外活動費、学校給食費

小学校：平成30年:15人（全校児童に対する支給率 5％）令和元年：21人（全校児童に対

する支給率8％） 令和2年度：19人（全校児童に対する支給率8％） 令和3年度：24人

（全校児童に対する支給率8.6％） 

成果 特別支援教育就学奨励費を利用する保護者への補助を行うことができた。 

補助対象事

業及び財源 

特別支援教育就学奨

励費文部科学省（国

庫補助金） 

自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
事業名：つるぎ町特別支援教育就学奨励費事業（中学校） 

事業の目的 
目的 

障がいのある幼児・児童・生徒が特別支援学校や中学校の特別支援学級等で学ぶ

際に、保護者が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況等に応じ、国及

び地方公共団体が補助することで特別支援教育の普及奨励を図る 

目標 特別支援教育の特殊事情に合わせ、保護者に対して教育関係経費の補助を行う 

事業の成果 
状況 

【特別支援教育就学奨励費認定児童生徒】 

支給内容：学用品・通学用品費、新入学学用品費、修学旅行費、校外活動費、学

校給食費 

中学校 平成30年:6人（全校生徒に対する支給率3％） 令和元年度：4人（全生

徒に対する支給率2％） 令和2年度：3人（全生徒に対する支給率2％） 令和3

年度：3人（全生徒に対する支給率2％） 

成果 特別支援教育就学奨励費を利用する保護者への補助を行うことができた。 

補助対象事

業及び財源 

特別支援教育就学

奨励費文部科学省

（国庫補助金） 
自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：2.学校教育の充実 基本区分（3）特別支援教育の充実 実施区分：②関係機関との連携・協力体制の構築 

 
 教育、保健、福祉等の関係機関が連携して障がいのある子どもを支援するため、つるぎ町特別支援連携協議会（ここ

ろ・ステーション）の取組を充実させ、協働体制のより一層の充実を図ります。また、特別支援教育についての研修の場

を設けることにより、より専門的な理解・啓発を推進していきます。各学校で作成した、「個別の教育支援計画」「個別

の指導計画」や「相談支援ファイル（つるぎっこファイル）」の活用を推進し、乳幼児期から成人に至るまで子どもの生

涯を見通し、社会へつなぐための継続した支援を進めます。 
 

事業名：つるぎ町特別支援連携協議会（こころ・ステーション） 

事業の目的 

目的 
つるぎ町内に在籍する、特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒に対する支援

を適切に行うために必要な、乳幼児期から成人に至るまでの一貫した支援体制の

推進や整備促進を図る。 

目標 
各関係機関同士の連携を深め、幼児・児童・生徒の障害等についての情報を共有

し協力体制をつくる 

とともに町内の幼児・児童・生徒へ障がい者理解啓発の場を設ける。 

事業の成果 

状況 

連携協議会（総会）の開催、特別支援に関する夏季研修会をコロナ対策を施して

実施 

令和4年度の新入園・新入学児童生徒についての情報交換会 

つるぎっ子ファイル（相談支援ファイル）・就園・就学サポートシートの配布 

成果 

・終園・就学前相談を実施することにより保護者を交えての情報交換を行うこと

ができた。 

・保護者に対して、つるぎっこファイルやサポートシートを配布し活用してもら

うことで、園や学校と保護者が共通理解のもと、子どもたちを支援する手立てと

してもらうことができた。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：2.学校教育の充実 基本区分（4）未来をつくる教育の推進 実施区分：①キャリア教育の推進 

 
 子どもたちが社会の変化に対応し、主体的に進路選択・進路決定ができる能力やしっかりとした勤労観・

職業観を身につけ、自立していくことができるようにするために小・中・高等学校等を通した指導体制、指

導方法等を構築し、児童・生徒へのキャリア形成支援を行うための環境を整備します。また、ボランティア

活動、職業体験やインターンシップ等の体験的な活動を通して、働くことの意義や社会の一員として果たす

役割について考えさせながら、将来、社会人・職業人として自立するために必要な意欲や態度、能力を育ん

でいきます。さらに、つるぎ高校や西部テクノスクールにおける体験学習、また、小・中学生の児童・生徒

に対して、専門性を生かした体験的な出前授業等を行うことにより、学生の専門性はもとより、児童・生徒

の勤労観・職業観の育成を図ることに努めます。 
 

事業名：総合的な学習活動補助金 

事業の目的 
目的 

横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して，自ら課題を見付け，自ら学び，

自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を解決する資質や能力を育成するとと

もに，学び方やものの考え方を身に付け，問題の解決や探究活動に主体的，創造

的，協同的に取り組む態度を育て，自己の生き方を考えることができるようにす

る。 

目標 総合的な学習の時間や生活科の学習を通して、自ら学ぶ考える力を豊かな学力と

して定着させるため、児童自ら体験し近隣の場所へ見学に出かけ学ぶ。 

事業の成果 

状況 

総合的な学習として自らが体験する次の事業を実施する。 

【令和3年度】 

半田小 167,000円【農業体験、史跡めぐり、調理実習】 

貞光小 130,000【生活科の自然工作、交流による調べ学習】 

太田小 68,000円【乗り物体験学習、スーパー見学、県立博物館や中学校との交

流】 

成果 
地域との関わりや体験学習を通して、ともに学び自ら判断する力を学んだ。 

近隣の施設見学を行い友だちや人、自然とのふれあいを通して、地域・歴史・文

化・産業など生活を学んだ。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

事業名：学校社会福祉事業補助金（中学校） 

事業の目的 
目的 中学校周辺の環境美化と自然環境の学習等を進めることにより生徒のボランティ

ア精神の育成を図る。 

目標 自然環境学習と美化活動を実施し、環境意識とボランティア精神を養う。 

事業の成果 
状況 

・つるぎ町の半田中学校と貞光中学校が実施した次の活動を助成。 

①地域の一員として、地域の高齢者との交流を深めるとともに、経験から学んで自身の成

長に結びつける。 

②森林の育成活動や、川を清掃することを通して、自然を守ることの大切さや環境美化の

気持ちを養う。 

③花作りなどを通して、勤労意欲を育てるとともに、環境美化に努める。 

④通学路周辺の美化を進めるとともに、通学路の安全点検を行う。 

半田中90,000  貞光中84,000 

成果 河川及び学校周辺地域の美化活動を実施することにより環境整備ができた。 

また、生徒の環境意識の高揚が図れた。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：2.学校教育の充実  基本区分（4）未来をつくる教育の推進  実施区分：②ふるさと教育の推進 

 
  郷土や地域の文化についての理解を深めることは、地域に愛着をもつとともに、異なる文化・歴史を理解するなど、

広い視野を身につけることにもつながります。各学校では、それぞれの地域や学校の実態に応じて、総合的な学習の時間

をはじめ各教科や、ふるさと発見学習などを通じてふるさとについて学ぶ学習が行なわれています。これらの活動を通し

て心身ともにたくましく心豊かな子どもを育み、学校内外での体験活動や社会貢献活動等の充実を図り、地域に伝わる個

性豊かな伝統文化を再発見し、文化等の継承に向けた取組を推進します。具体的には、本町の自然・文化歴史資料など貴

重な学習素材を活用した、研修会や講演会を開催します。また、学校における地域固有の文化、歴史等に関する学習を進

めることにより、次世代を担う子どもたちに対し、観光に対する興味及び理解を早い段階から促し、その地域を誇りに思

う心や、将来の地域づくりの担い手の育成を図ります。さらに郷土学習資料を作成したり、校区の地域住民と交流するこ

とで、ふるさと学習の充実を図り、つるぎ町の正しい理解と豊かな郷土愛を育成します。今後も、地域の人材の活用や地

域の団体等との連携を進め、積極的に地域の発展に尽くした先人の生き方を学習したり、地域の歴史や伝統文化への理解

を深めたりすることにより、郷土を誇りに思い大切にする心の育成に努めます。 

 

事業名：つるぎ町学校運営協議会事業（中学校） 

事業の目的 
目的 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）は、学校と地域住民等が力を合

わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転

換を図るための有効な仕組みである。コミュニティ・スクールでは、学校運営に

地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めてい

くことができる。学校運営協議会と学校・教育委員会・保護者・地域住民との双

方向の関係を構築するためのＣＳディレクターの活用を図り、学校運営協議会の

円滑な運営を行う。 

目標 これまでのコミュニティスクール導入促進事業に新たにＣＳディレクターの導入

を加え、地域と学校とのつながりを広めていく活動を展開する 

事業の成果 
状況 

・年間４回の学校運営協議会を開催予定であったが、第１回名の会議は新型コロ

ナウイルス感染症要 

望のため中止。 

・貞光中学校区での地域防災訓練の実施。 

・半田中学校区での地域防災訓練の実施。 

成果 学校運営協議会及び熟議により、学校の諸問題に関する改善策等の検討を図るこ

とができた。また、地域防災訓練等を円滑に行うことができた。 

補助対象事

業及び財源 

学校・家庭・地域連

携協力推進事業文部

科学省 
自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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事業名：地域学校協働活動推進事業 

事業の目的 

目的 
地域と学校の連携・協同および教育現場の業務支援として、幅広い地域住民等が

参画し地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支え、地域を創生する活動を実

施する。 

目標 

学校現場においてマンパワーが必要な行事等にスタッフとして人材派遣や出前授

業を実施することにより学校支援を行う。 

地域と学校の協働活動を推進するため地域と学校をつなぐ「地域学校協働本部」

の整備をする。 

学校での各種支援を行うための「学校支援ボランティア」を募り地域と学校の連

携を深める。 

事業の成果 
状況 ・半田小学校のふるさと探検ウォークラリーにスタッフ派遣 

・各学校の運営協議会と連携し学校側のニーズ把握を行った 

成果 マンパワーが必要な行事にスタッフとして人材派遣することにより学校を支援し

た。児童は地域住民と接することにより社会性をはぐくむことができた。 

補助対象事

業及び財源 

地域と学校の連携・

協働強化事業文部科

学省（国県補助） 
自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
事業名：小学校校外・野外活動補助金 

事業の目的 
目的 

校外・野外活動などの各種活動を通じ、普段には味わいがたい体験を積み重ねることで、

学習の成果をあげると共に、一人ひとりの可能性をさらに高め、心身の健やかな成長を図

る。 

目標 校外・野外活動及び集団宿泊活動による集団活動を通じて情操を培うとともに規律・共

同・友愛・奉仕の精神を養う。 

事業の成果 

状況 

校外・野外活動として、次の活動を実施した。 

【令和3年度】 

校外活動 

スキー体験学習、美馬地区水泳検定、県管楽発表会、ふるさと学習等を実施 【半田小

339,000円 貞光小587,000円 太田小125,000円】。 

集団宿泊活動 

国立淡路青少年交流の家【0円】※新型コロナにより中止  

成果 

校外・野外活動・・児童相互の交流を深められた。 

現地学習を通してふるさとの良さに気づかせ、豊かな心情を育てる。 

また、各種発表会、記録会、検定会を通して自己の可能性をさらに高め、他校児童との交

流を深めることで心身の健やかな成長を図った。 

集団宿泊活動・・・自然に親しんだり、自然の中で心身を鍛練し、自ら自薦する態度を養

った。 

 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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事業名：連合小学校現地学習活動事業 

事業の目的 
目的 

自分たちの生活している土地の構造と広がりの様子を観察し、地層のでき方について学

ぶ。ふるさとの豊かな自然、歴史と伝統のある名所・旧跡・地域児童が実際にその場を訪

ね学習することで、自己の育つ背景をよりよく知り、ふるさとを愛する心を培う基とす

る。 

目標 現地学習を実施することにより学びを深める。 

事業の成果 

状況 

【令和3年度】 

・6年生 理科現地学習事業費 196,000円 「まんのう町（堆積実験、堆積岩観察）塩江中

村採石場（火成岩観察）脇町（地層観察）。 

・４年生 社会科現地学習事業費 158,000円「美馬クリーンセンター」 

・3年生 社会科現地学習事業費 132,000円「美馬警察署、美馬西部消防組合」 

成果 

・理科現地学習では、普段授業ではできない観察や体験を積み重ねることで、一人ひとり

の地層についての関心を持つことができた。 

・社会科現地学習では各現場の職員に施設の説明やそれぞれの仕事の重要などを学ぶとこ

ができた。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
事業名：つるぎ町学校運営協議会事業（小学校） 

事業の目的 
目的 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）は、学校と地域住民等が力を合

わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転

換を図るための有効な仕組み。コミュニティ・スクールでは、学校運営に地域の

声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくこと

ができる。そのために、学校運営協議会制度を導入する。組織づくりや運営体制

づくり等で得られた、地域の人的・物的資源の活用方法については、町の広報誌

や学校ホームページ、リーフレット等において広く広報し、普及に努める。 

目標 コミュニティスクール導入促進事業をスムーズに展開できるよう、学校と地域の

連携を深める 

事業の成果 

状況 

年間4回の学校運営協議会を開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症の

予防対策として１回目は中止。 

・半田小学校において「ふるさと探検ウォークラリー」を開催 

・貞光小学校において学校で実施した事業の評価を行った。 

成果 
学校運営基本方針の承認や、学校の諸問題に対する改善策についての話し合い、

また、学校評価についての話し合いなどが行われ、地域と保護者、学校のよりよ

い協働の在り方についての協議を重ねることができた。 

補助対象事

業及び財源 

学校・家庭・地域連

携協力推進事業文部

科学省 
自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：2.学校教育の充実  基本区分（5）安全教育・防災教育の推進  実施区分：①学校安全の推進 

 
 近年、学校や通学路における児童・生徒の安全確保が大きな問題となっています。事故や事件などのトラ

ブルの発生を防ぎ、児童・生徒を犯罪の被害から守るためには、学校や地域の実情に応じた安全管理体制の

整備が必要となっています。事件や事故、また災害は「いつでも・どこでも・だれにでも起こりうる」との

認識に基づき、各学校の管理体制を見直し、常に危機管理意識を持って日々の教育活動にあたるよう、研修

会や指導・調査等を通じて安全管理の徹底に努めるとともに、児童・生徒が日常生活に潜むさまざまな危険

を予測し、適切な意思決定や判断ができる力を育成する安全教育の充実に努めます。また、学校の施設、遊

具や器具等の設備については、児童・生徒が安心して使用できるよう細やかな整備点検を行います。さらに

青少年育成センターや警察等の関係機関、関係団体との連携を深め、地域ぐるみで児童・生徒の安全を確保

する支援体制を推進していきます。 
 

事業名：つるぎ町 PTA 連合会（社会教育団体助成事業） 

事業の目的 
目的 学校単位に結成された保護者と教職員との教育組織である単位ＰＴＡをまとめ、

家庭と学校とが協力し合って教育効果をあげることを目的とする。 

目標 家庭と学校が協力して教育効果を上げるとともに、子どもたちの安全のために活

動する。 

事業の成果 
状況 

新型コロナウイルス感染症予防のため、次の活動や大会、研修会を中止した。 

ＰＴＡ連合会 

・5月 第1回町ＰＴＡ連合会理事会・町ＰＴＡ連合会総会・理事会は書面決議 

 

新型コロナ感染症防止のため行事等は中止 

 

成果 児童の登下校の際の見守りをPTA会員が交代で対応し安全を確保した。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：2.学校教育の充実  基本区分（5）安全教育・防災教育の推進  実施区分：②防災教育の推進 

 
  各学校で作成している「学校防災管理マニュアル」に基づき、校内の防災体制を整備するとともに、教

科や特別活動・総合的な学習の時間などにおける、防災に関する学習にも取り組んでいきます。また、児

童・生徒一人一人が自然災害等の危険に際して、命を守るために主体的に行動する態度の育成や、安全で安

心な社会づくりに貢献する意識の向上を図り、半田・貞光両中学校少年少女消防クラブ等の活動も支援しな

がら、地域と連携した避難訓練等の取組を推進していきます。 

 

 

事業名：十六地蔵南恩加島小学校交流平和学習 

事業の目的 
目的 

戦時中の疎開時、火災により不幸の死を遂げた16人の児童を供養する十六地蔵を

通して、南恩加島小学校と交流を深め、命の大切さや自らの生き方を考え、平和

の尊さを学ぶ。 

目標 16地蔵法要に参加し平和について学ぶと共に南恩加島小学校との交流事業を行

う。 

事業の成果 
状況 

新型コロナウイルス感染症の影響により、貞光小学校は大阪府の南恩加島小学校

への訪問を実施しなかった。 

南恩加島小学校は、修学旅行の訪問先としてつるぎ町に来町し十六地蔵法要に参

加した。貞光小学校との交流事業は取りやめた。 

成果 十六地蔵を通して、命の大切さや自らの生き方を考え平和の尊さを学んだ。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
事業名：安心教育環境整備事業 

事業の目的 
目的 

つるぎ町の幼稚園、小中学校および放課後子ども教室等の教育活動の再開にあた

り、子どもたちに安心と安全を提供できるよう新型コロナウイルスの感染症予防

対策と無理のない教育活動の支援施策を実施する。 

目標 
新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間、学校での感染予防対策及び児童

生徒の学習を保障する施策を行い学習する体制を保護する。 

事業の成果 
状況 

①感染症予防対策：加湿空気清浄機を小中学校の各クラスに配置３４台、マスク

不足に対応するため生地を購入しマスクの縫製を委託２００枚 

②３密対策費用支援：校外学習（修学旅行、遠足を含む）において新型コロナウ

イルス感染症対策にかかる費用を支援 

③給食費支援：臨時休校により夏期休業時に登校した際の給食原材料を支援 

成果 令和2年3月から5月までの長期臨時休業があったにも関わらず、小中学校の授業

カリキュラムを残すことなく達成できた。 

補助対象事

業及び財源 

新型コロナウイルス

感染症対応地方創生

臨時交付金総理府

（国県補助） 

自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：2.学校教育の充実 基本区分（6）グローバル化に対応した教育の推進 実施区分：①外国語教育の推進 

 
  学習指導要領の改訂に伴い、小学校で英語の教科化・早期化、中学校では英語で授業を行うなどの方針

が示されました。すべての学校において英語教育の指導改善を図るため、各学校における学習到達目標を

「CAN－DOリスト」形式で具体化し、４技能５領域（聞くこと、読むこと、書くこと、話すこと（やりと

り）、話すこと（発表））に取り組み、より一層の英語力の強化を図ります。 今後においても、グローバ

ル社会を生きる児童・生徒に英語の必要性についての理解を促し、外国語指導助手（ALT）の活用もあわせて

英語教育の指導改善を図りながら、英語コミュニケーション能力の向上にも取り組んでいきます。 
 

事業名：夏期英語研修事業 

事業の目的 
目的 

国際化が進む中で、これからのつるぎ町を担う小・中学生を英語研修に派遣し、

語学力の向上と共同生活を通じて社会性・協調性を身につけることにより、国際

化に対応した人材を育てることを目的とする。 

目標 町内の小・中学生を英語研修に派遣し、ネイティブ英語のなかで学ぶことで英語

への興味を深め、共同生活を送ることで社会性・協調性を学ばせる。 

事業の成果 
状況 

新型コロナウイルス感染症対策として3密が予想される本事業は中止とした 

対象事業名：令和2年度夏期英語研修事業 あずき王国 

実施日：令和3年夏季休業中 

場 所：香川県小豆島 星くずの村 

※参加者の自己負担は、6泊7日 2万円 

人としており、自己負担を超える費用については事業補助金で対応している。 

成果 中止のため成果無し 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：2.学校教育の充実 基本区分（6）グローバル化に対応した教育の推進  

実施区分：②国際理解・外国人児童生徒に対する教育の充実 

 
 児童・生徒に国際的な視野をもたせるための取組を工夫します。また、保護者の転居等により、海外

からの児童・生徒を受け入れることも増えてきています。帰国児童・生徒や外国籍の児童・生徒ととも

に学ぶことにより、異文化に対する相互理解を深め、豊かな国際感覚を養うことができるような学習活

動の工夫改善に努めます。また、外国籍の児童・生徒に対する適切な日本語指導や学校生活への適応支

援を行います。 
 

事業名：つるぎ町外国青年指導員招致事業 

事業の目的 

目的 つるぎ町の外国語教育の充実を図るとともに、小学校や中学校の英語発音や国際

理解教育の向上を目的とする。 

目標 
教科書や一般教職員では教えられない本物の英語に生徒が触れることによって、

英語圏で通じる英会話能力とスピーキング能力を養い、他国の者と触れあうこと

で国際理解力を深める。 

事業の成果 

状況 

小学校外国語活動や中学校における外国語授業の補助。  
・新型コロナウイルスの影響で入国できずに令和2年度は2名であったが、令和3
年度には3名体制に戻った。 

・英語教材作成の補助及び英語能力コンテスト等への協力。 
・英語教員に対する現職研修への補助。  
・子育てひろば「あんりーる」や放課後こども教室等での英語活動の開催。 
 ・つるぎ町英会話教室の講師。 ・保育所、幼稚園への出前授業を実施 

成果 

・児童生徒は教科書に載っている英語とは異なる実際に使用される英語を学ぶこ

とができた。・外国語を母国語とする者に通じる英語の発音を学ぶことができ

た。・ALTと交流することで日本人とは異なる容姿のものに慣れ、異なる文化を

知ることで将来外国に留学をしたり、仕事を行うことの基礎を学ぶことができ

た。・英会話教室等の活動を行うことでつるぎ町民の英語力を向上させる機会を

得ることができた。 ・中学校は、各校にＡＬＴが配置され、生徒が自然な英語

に触れる機会が増えた。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：2.学校教育の充実  基本区分（8）教職員の資質の向上  実施区分：①教職員の資質の向上 

 
 学校教育の中でも教員に対する期待は大きいものがあります。教員には教職に対する強い情熱や使命感、

幅広い視野と豊かな人間性、授業や生徒指導での実践的な指導力等が必要とされており、教員一人一人が教

育者としての立場を常に意識し、研鑽に努める必要があります。そのためにも教員の研修体制を整備し、各

学校における共通理解と協力体制の確立を図り、指導力の向上や教育内容及び指導方法の工夫・改善に取り

組み、優れた資質・能力を持った、信頼される教職員の育成に努めます。  
 

事業名：小学校教育研究会補助金 

事業の目的 
目的 

小学校の教職員が自ら自己変革を図り、今求められている資質指導力の向上に努

めるとともに、県学校教育振興計画並びに学習指導要領の趣旨に則り、現場の研

修と実践に努める。 

目標 教科ごとの研修会等を実施し、教職員としての資質向上を図る。 

事業の成果 

状況 

・小学校教員の資質向上と課題に対応するため、次の研修会等を実施した。 

①各種研修会（国語・社会・算数・理科・生活総合・音楽・図工・家庭・体育・

道徳・特活・書写・外国語）。 

②平日午後実施の研修会、行事。 

③夏季休業中に実施の研修会、行事。 

③児童の参加する行事等 

成果 
学習指導要領実施に向けて、各部会で共通理解・教材開発・指導方法などの研修

を実施した。 

美馬市との合同研修を行うことで情報の交換・共有が可能となった。 

補助対象事

業及び財源 
その他 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
事業名：中学校教育研究会補助金 

事業の目的 
目的 

自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、他人とと

もに協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性、そして、たく

ましく生きるための健康や体力の育成をめざした教委活動の実践的研究を行う。

目標 学校運営等に関する課題について研究する。 

事業の成果 

状況 
・各部会を設置し、課題や対策にについて具体的研究課題を設定し研究する。 

「国語」、「数学」、「理科」、「社会」、「英語」、「道徳」、「音楽」、「美術」、

「保健体育」、「技術家庭」、「特別支援教育」、「人権教育」、「進路指導」、「総合

的な学習」等 

成果 
県及び町の教育振興計画に則り、各地域の実態に即しながら本郡中学校の当面す

る課題と問題点の把握とその解明に努め、地域住民の教育に対する願いと期待に

応えるべく目標の達成に努めた。 

補助対象事

業及び財源 
その他 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：2.学校教育の充実 基本区分（8）教職員の資質の向上 実施区分：②学校における働き方改革の推進 

 
 学校をとりまく環境が複雑かつ多様化し、教職員はそれに対応しなければならない状況に加え、保護者へ

の対応等、担うべき業務も増加しています。こういった、教職員の多忙化を解消するために、校務支援シス

テムを導入し、給食費の公会計化、事務の効率化、研修会の統合・廃止、勤務時間の把握、夏休みの学校閉

庁、教職員の意識改革等を行います。そうすることで、教職員が子どもたちと向き合う時間が確保でき、や

りがいを持って働き、心身の健康保持ができるよう努めます。 
 

事業名：つるぎ町幼小中園長・校長会 

事業の目的 
目的 

幼稚園、小学校、中学校の代表である園長と校長が一同に会し、年間行事の調整

や災害、防災に対しての対応、さらには教育に関係する諸問題について総合調整

する場として機能する。 

目標 健全な学校経営を諮るため、学校間の情報を共有及び教育委員会との連携により

課題や問題等の事前防止及びその対策を実施する。 

事業の成果 

状況 小中学校の円滑な学校運営のために、協議・対策を施した。 

成果 
・新型コロナウイルス感染症対策について、児童生徒への啓発や連絡など早急な

対応が可能となるよう体制を整えた。 

・長期臨時休業による授業の遅れを取り戻す対策について協議し対応した。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
事業名：教職員健康診断委託事業（小学校） 

事業の目的 
目的 労働安全衛生法第66条及び学校保健安全法第１５条に基づき、つるぎ町立小学校

に勤務する教職員に対して健康診断を実施する。 

目標 健康診断を実施することにより教職員の健康状態を把握し、場合によっては快復

を促す事によって、児童生徒に対してより安定した教育の提供を行う。 

事業の成果 

状況 

検診項目 

・健康診断基本項目（身長･体重等測定及び診断、血液検査、心電図検査等） 

・胃がん検診 

・結核検診 

受診者数 

・半田小学校（基本項目 7名、胃がん検診 1名、結核検診 0名） 

・貞光小学校（基本項目 5名、胃がん検診 2名、結核検診 0名） 

・太田小学校（基本項目 2名、胃がん検診 0名、結核検診 0名） 

成果 

・教職員が、自己の健康状態を把握する機会となった。 

・教職員の健康状態を把握することで、教員に安心して児童生徒の教育を任すこ

とができた。 

・教職員の体調の悪化により、児童生徒たちへの教育ができない事態を防ぐこと

ができた。 

補助対象事

業及び財源 
その他 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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事業名：教職員健康診断委託事業（中学校） 

事業の目的 
目的 労働安全衛生法第66条及び学校保健安全法第１５条に基づき、つるぎ町立小学校

に勤務する教職員に対して健康診断を実施する。 

目標 健康診断を実施することにより教職員の健康状態を把握し、場合によっては快復

を促す事によって、児童生徒に対してより安定した教育の提供を行う。 

事業の成果 

状況 

検診項目 

・健康診断基本項目（身長･体重等測定及び診断、血液検査、心電図検査等） 

・胃がん検診 

・結核検診 

受診者数 

・半田中学校（基本項目 7名、胃がん検診 0名、結核検診 0名） 

・貞光中学校（基本項目 7名、胃がん検診 0名、結核検診 0名） 

 

成果 

・教職員が、自己の健康状態を把握する機会となった。 

・教職員の健康状態を把握することで、教員に安心して児童生徒の教育を任すこ

とができた。 

・教職員の体調の悪化により、児童生徒たちへの教育ができない事態を防ぐこと

ができた。 

補助対象事

業及び財源 
その他 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：2.学校教育の充実  基本区分（9）学校の教育環境の充実  実施区分：①学校設備の充実 

 
 学校施設は児童・生徒が学習や活動をするための大切な場です。また、地域住民にとっても身近な生活や

交流の場となっています。地震等の災害時においても地域住民の緊急避難場所としての役割も果たすことか

ら、施設や設備の損傷を 小限にとどめるよう、十分な耐震性を持たせておくことが重要になります。本町

における学校施設の耐震化率は１００％となっています。今後とも児童・生徒が安全で快適なゆとりある環

境の中で学ぶことができるよう、人にも環境にも優しい学校施設や設備の充実を進めていきます。 
 

事業名：小学校施設管理 

事業の目的 
目的 児童が安全で快適な環境の中で学ぶことができるよう、学校教育施設の改良と補

修を実施し適切な維持管理を行う。 

目標 学校施設の維持管理を適切に行うことにより、施設の長寿命化と児童の学習環境

を充実させる。 

事業の成果 
状況 

令和３年度に次ぎの事業を実施した。 
・半田小学校  

トイレ入り口及び教室間仕切り改修 154 千円、階段手摺回収 163 千円、特別

室照明改修 104 千円、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾄｲﾚ修繕 21 千円、浄化槽ポンプ交換 87 千円、

手洗い場水栓交換 16 千円、火災報知器修繕 19 千円、玄関鍵交換 60 千円 
・貞光小学校  

職員トイレ改修 350 千円、引き違い窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取り付け 15 千円、ﾄｲﾚ水栓修繕

77 千円、火災報知器修繕 99 千円 
・太田小学校 
貯水槽・揚水ポンプ修繕 14 千円、ｲﾝﾀｰﾎﾝ取替 23 千円、給湯器修理 84 千円 

 

成果 ・学校からの要望に添い施設の修繕・改修を行った結果、児童の学習環境を充実

させることができた。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
事業名：小学校学習備品等購入 

事業の目的 
目的 教育上必要な備品の整備を行い、学習環境の充実を図る。 

目標 学校の備品を計画的に整備することで、児童の学習環境を充実させる。 

事業の成果 
状況 

・半田小学校 
一般備品 158 千円（特別支援用机、アルミ製担架、テプラ、ラミネーター） 
教材備品 167 千円（ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ×3、ﾊｰﾄﾞﾙ×5、電子ミシン×3、算数教材） 

・貞光小学校 
一般備品 7 千円（プリンター） 
教材備品 107 千円（高跳びｽﾀﾝﾄﾞ、ﾊｰﾄﾞﾙ×5、時計模型、ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶｰ） 

成果 ・学校からの要望に添い備品の整備を行った結果、児童の学習環境を充実させる

ことができた。 

補助対象事

業及び財源 
その他 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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事業名：中学校施設管理 

事業の目的 
目的 生徒が安全で快適な環境の中で学ぶことができるよう、学校教育施設の改良と補

修を実施し適切な維持管理を行う。 

目標 学校施設の維持管理を適切に行うことにより、施設の長寿命化と生徒等の学習環

境を充実させる。 

事業の成果 
状況 

令和 3 年度に次の事業を実施した。 
・半田中学校 
 給食室・理科室扉修繕 35 千円、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ修繕 31 千円、ｶﾞｽ警報器交換 35 千、 
ﾄｲﾚ修繕 22 千円 

・貞光中学校 
 火災報知器修繕 65 千円、ﾌﾟｰﾙ横ﾄｲﾚ修繕 50 千円、給食室ｼｬｯﾀｰ調整 40 千円、

ﾐｼﾝ修理 18 千円、ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ修繕 132 千円、ｲﾝﾀｰﾎﾝ交換 40 千円 
 

成果 ・学校からの要望に添い施設の修繕・改修を行った結果、生徒の学習環境を充実

させることができた。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
事業名：中学校学習備品等購入 

事業の目的 
目的 中学校で教育上必要な備品の整備を行い、学習環境の充実を図る。 

目標 学校の備品を計画的に整備することで、生徒の学習環境を充実させる。 

事業の成果 
状況 

・半田中学校 
一般備品 164 千円（ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ照明灯、ﾌﾟﾘﾝﾀ追加用紙ｶｾｯﾄ×2） 
教材備品 172 千円（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾈｯﾄ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ支柱） 

・貞光中学校 
一般備品 106 千円（煮沸消毒器、車ｲｽ） 
教材備品 501 千円（理科実験器具 2 種各 6 台、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ×16、踏切板、電子

ミシン×3、ﾌﾙｰﾄ、ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ、CD ｶｾｯﾄﾚｺｰﾀﾞｰ×3） 
 

成果 ・学校からの要望に添い備品の整備を行った結果、生徒の学習環境を充実させる

ことができた。 

補助対象事

業及び財源 
その他 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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事業名：小中学校 ICT 推進関係事業（GIGA スクール構想を含む） 

事業の目的 

目的 

GIGAスクール構想を実現し児童生徒が、主体的・対話的で深い学びを実現するた

めの手段としてICTは有効な手段である。ICTを利用することで児童生徒が授業に

興味をもち主体的に参加することで学びが深まると考えられる。また、教員の授

業を軽減させるためにも導入の促進をはかる。 

目標 
昨年度の事業によりハード面の整備が整い、つるぎ町におけるGIGAスクール構想

がスタートし、各校において利活用が進められている。それに伴い、利用方法の

助言や有効なソフトウエアや備品の整備を行う。 

事業の成果 

状況 

・GIGAスクールサポーター配置委託事業→全校で１名（９月～翌年２月） 

・より高速なネットワーク負荷に対応する機器購入→業務ルーター及び統合脅威

アプライアンス（UTM）小学校２校、中学校２校 

・授業支援ソフト導入→全校に「スマイルネクスト」導入  

成果 

GIGAスクールサポーターを配置したことで技術的なパソコンのトラブルに円滑に

対応することができた。またGIGAスクールサポーターの助言により、校内ネット

ワークの不具合を解決できた。 

授業声援ソフトを導入したことで、パソコンや電子黒板を使用した協働学習など

でICTを利用した高度な授業を提供することができた。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 A：拡充 総合点 A：拡充 

 
事業名：つるぎ町半田中学校トイレ改修工事 

事業の目的 
目的 

昭和54年に整備されたつるぎ町立半田中学校は、平成28年度に耐震改修を行い安

全性の向上をはかった。しかし、老朽化した施設の改修が課題として残ってお

り、そのひとつであるトイレの老朽化対策を行う。 

目標 ・老朽化したトイレの衛生環境が向上するための改修方法について保護者、生徒

および教員と検討し方針を決定する。方針決定後に実施設計を行う。 

事業の成果 

状況 

令和３年度は改修工事を実施した。 
・半田中学校 
構造：鉄筋コンクリート 4 階建て 
改修面積：トイレ面積 34.5 ㎡×3 階＝103.5 ㎡ 
 

成果 

・保護者や教員など関係者の要望に沿って行った実施設計に基づき改修工事を実

施し、トイレの乾式化や水栓等の非接触化により衛生環境が、レイアウトの変更

により遮音性が向上した。 
 

補助対象事

業及び財源 

学校教育施設整備

事業文部科学省

（国県補助） 
自己評価 E：完了 総合点 E:完了 
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事業名：つるぎ町貞光中学校屋内運動場エレベーター改修工事 

事業の目的 
目的 

昭和63年に整備された貞光中学校屋内運動場は、平成28年には天井耐震改修工事

を行い安全性の向上を図った。しかしエレベーターについては、保守部品の供給

終了に伴い前年度から使用できない状況となっていたため、製造メーカーが供給

するリニューアル工事を実施する。 

目標 学校の授業や行事に影響することなく改修工事を年度内に完了させる。 

事業の成果 

状況 

令和3年度はエレベーターの改修工事を実施した。 

・貞光中学校屋内運動場 

構造：鉄筋コンクリート2階建て  

エレベーター基本仕様：定員4名 停止箇所1・2階 

成果 エレベーターの利用を再開することにより、イベント等での障がい者等の利用が

再開できるようになった。 

補助対象事

業及び財源 

学校教育施設整備

事業文部科学省

（2：国県補助） 
自己評価 E：完了 総合点 E:完了 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：2.学校教育の充実  基本区分（9）学校の教育環境の充実  実施区分：②学校の適正規模・適正配置 

 
 現在（令和3年度）、幼稚園２園、小学校３校、中学校２校体制で運営しています。学校は教育を行う場で

あるだけでなく、長期にわたってその地域に溶け込み、生活文化の中心的存在です。しかしながら、少子化

による児童・生徒の減少に伴い、学校の小規模化が進んできました。小規模校は、子どもたちにきめ細かい

指導ができる長所がある反面、人間関係の固定化、社会性やリーダー性の育成に課題があると考えられま

す。このことを踏まえ、これまで規模の小さな学校の再編整備を進めてまいりました。 本町にとって望ま

しい学級編制や学校規模・配置については、個に応じたきめ細かな教育を展開し、地理的条件や地域性、通

学距離などの関連する諸要件を考慮しながら、推進していきます。つるぎ町内のどこに住んでいても教育の

機会を均等に受けられるようスクールタクシシーを運用しています。 

 

事業名：遠距離小学校児童通学輸送 

事業の目的 

目的 
つるぎ町内のどこに居住していても平等な就学が可能となるよう、遠距離児童の

通学費を町が負担することにより、保護者負担の軽減を図り義務教育の円滑な運

営を図ることを目的とする。 

目標 
遠距離通学を強いられている児童に対して送迎にかかる費用を町が援助すること

により、児童の通学条件の整備及び教育環境の向上を図る。さらに、通学距離に

よる不公平を解消し、将来の学校再編の不安要因を解消する。 

事業の成果 
状況 

【令和3年度】 

半田小学校区児童輸送：対象児童数13人 送迎費 2,600千円／月 

貞光小学校区児童輸送：対象児童数11人 送迎費 2,960千円／月。 

成果 ・遠距離通学による条件不利の解消、利便性の確保及び安全な通学を実現している。 

・保護者の経済的負担の軽減を図ることにより、安心して子育てをする環境が確保される

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
事業名：遠距離中学校児童通学輸送 

事業の目的 

目的 
つるぎ町内のどこに居住していても平等な就学が可能となるよう、遠距離児童の

通学費を町が負担することにより、保護者負担の軽減を図り義務教育の円滑な運

営を図ることを目的とする。 

目標 
遠距離通学を強いられている生徒に対して送迎にかかる費用を町が援助すること

により、生徒の通学条件の整備及び教育環境の向上を図る。さらに、通学距離に

よる不公平を解消し、将来の学校再編の不安要因を解消する。 

事業の成果 
状況 

【令和3年度】 

半田中学校区生徒輸送：対象生徒数4人 送迎費 1,380千円／月 

貞光中学校区生徒輸送：対象生徒数5人 送迎費 1,670千円／月 

成果 
・遠距離通学による条件不利の解消、利便性の確保及び安全な通学を実現している。 

・保護者の経済的負担の軽減を図ることにより、安心して子育てをする環境が確保され

る。 

補助対象事

業及び財源 
その他 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：3.生涯学習の推進  基本区分（1）青少年の健全育成の推進  実施区分：①学校・警察・家庭・地域 
                                        社会との連携の充実 
 
 近年、少子高齢化、核家族化や高度情報化等の社会の急激な変化により、青少年を取り巻く環境はますま

す深刻になっています。不審者の出没、子どもを狙った犯罪は後を絶たず、学校でのいじめや不登校、家庭

での児童虐待、インターネットやスマートフォン等によるトラブルも多発しています。現代社会の中でさま

ざまな課題を抱えている青少年の自立心や規範意識等をはぐくむためには、地域が子どもや家庭を支援でき

る体制づくりを整備することが大切です。本町では、青少年育成センターを中心に、学校、警察、家庭、地

域社会が緊密な連携を図り、青少年の健全育成を推進します。少年相談では子どもや保護者を対象に相談を

受け、これに対して適切な指導・助言や自立支援を積極的に行います。また、青少年育成センターでは町内

の小・中学校に向けて、薬物乱用防止やインターネットの利用、交通ルールや防犯についての情報を発信し

ていきます。さらに、非行防止標語を募集して子どもたちの非行防止への意識を高める等、啓発活動にも積

極的に取り組んでいきます。 

 
事業名：つるぎ町成人式の開催 

事業の目的 
目的 20歳なり大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます催

し。つるぎ町は、毎年1月3日に行う。 

目標 コロナ禍での成人式のあり方について、検討し開催する。 

事業の成果 

状況 

令和3年度のつるぎ町成人式は、新型コロナウイルス感染症により2会場での開催

になった。 

民法改正による成人の定義が変わったことに対する式典の対応は、従前どおりの

対応とすることで調整中 

・成人式該当者  男 38名  女 29名  計 67名 

 

成果 
 

見直し中 

 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 C：見直し 総合点 C：見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：3.生涯学習の推進  基本区分（1）青少年の健全育成の推進  実施区分：②補導員の資質向上・パトロール

活動の充実               

 
 青少年の問題は社会経済情勢の変化、家族構成の変化、地域社会の変化に伴って変化し続けるため、その

変化に応じて適切に対応していくことが求められます。本町の青少年育成センターでは、地域、学校、PTAで

組織される補導員を対象に毎年研修会を催し、青少年の今日的課題と対応について学び、補導員としての研

鑽に努めています。毎日の町内パトロール活動の他、警察や近隣の青少年育成センターと連携した列車補導

や夏季・冬季休業中の特別街頭補導を行い、子どもたちの生活の安全を見守っています。さらに、インター

ネット上のトラブルを未然に防止するために、インターネットの有害サイトへの接続を制限するフィルタリ

ング設定の啓発活動を続けています。青少年育成センターでは、今後も高度情報化社会に対応する社会環境

作りに向けた取組を拡充していきます。 

 

事業名：青少年健全育成事業 

事業の目的 

目的 
青少年問題を取り扱う関係機関及び関係団体相互の協力のもとに、青少年の非行

防止並びに環境浄化等について適切な措置を講じ、心身ともに健全な青少年を育

成することを目的とする。 

目標 
①青少年健全育成を実現するための環境整備 

②児童生徒の非行う防止意識の向上 

③地域や児童生徒の実態把握 

事業の成果 

状況 

令和3年度、町育成センター・補導員連絡協議会として次の事業を実施。 

・特別街頭補導3回 

・夏休みリーフレット（７月初旬）、冬休みリーフレット（１２月初旬）配布。

対象：つるぎ町管内、各幼・小・中学校、 

つるぎ高校 

・育成センター活動概要の発刊（5月） 

・青色ﾊﾟﾄﾛ-ﾙ車による補導（月～金曜日） 

・環境浄化、相談活動（月～金曜日） 

その他、警察との連絡協議会や研修会・講習会、関係団体との連絡協議会を実施

した。 

成果 

①様々な研修に参加することで、児童生徒理解についての学びを得ることができ

た。また、補導員対象の研修会を開催したり、補導員と一緒に街頭補導を実施し

たりすることで、補導員同士の横の繋がりを深めることができた。 

これらのことから、青少年健全育成を実現するための環境整備に寄与することが

できたと考えている。 

②児童生徒に非行防止標語の募集や非行防止グッズ配布をすることで、児童生徒

の非行防止意識向上への一翼を担えた。 

③青色パトロールカーで巡視をしたり、地域の住民・町内の教員と会話をしたり

することをとおして地域や児童生徒の実態を把握することができた。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：3.生涯学習の推進  基本区分（2）生涯学習活動の充実  実施区分：①町民の多様化・高度化する学習 
                                      ニーズへの対応              

 
科学技術の高度化、情報化、高学歴化、少子高齢化等が進む中で、私たちのライフスタイルの変化や価値観の多様化が見

られます。また、物質的な面の豊かさに加え、精神的な面での豊かさと自己実現を求めることから、高度で多様な学習機

会を提供する必要が生じています。また、近年の経済状況を反映し、転職・起業等により人材の流動化も高まり、リカレ

ント教育への対応も必要となっています。本町では、それらへの対応として、就業改善センターの図書室の土日開放、徳

島県立図書館と連携した移動図書館や公民館活動としての各種教室の開催等を展開しています。特に「シルバー学園」の

活動は本町独自の生涯学習の場であり、過疎化が進み高齢化率が４５％を突破した本町においては、６０歳以であればだ

れでも入園できる町内一の生徒数を誇る学園となっています。本園の大きな特色は、学園生自ら講師を務めるなど、深い

人生経験を生かして、自分たちが運営をするという意識をもって活動を続けていることです。今後も各種学習機関との連

携を図りながら、時代を先取りする学園をめざし、変化する時代に対応し知識を獲得する学習の場として、健康と友情に

恵まれた、生きがいを実感できる福祉の場をめざし、町民の豊かな学習機会の確保に努めます。 

 

事業名：つるぎ町立シルバー学園 

事業の目的 

目的 卒業のない学園としてスタートしたシルバー学園は、生涯学習を通じて高齢者の

学習意欲を満たし生きがいを創造する。 

目標 

学園生は、62歳から96歳までの245名が在籍。地域の生涯学習の拠点として、維

持・継続する。 

高齢化率が50％を超えるまで上がると予想されるつるぎ町では、高齢者の活躍の

場を広げる。 

事業の成果 

状況 

合同学習や好学講座など多人数が集う催しは新型コロナウイルス感染症予防のた

め中止が多かったが、時局講演会、防犯研修会の2回の合同学習会を実施でき

た。クラブ活動は、感染予防のガイドラインに沿って、マスク着用、手指消毒、

学園生自身の体調管理（検温等）、飲食の禁止、ソーシャルディスタンスの確

保、共用施設の消毒を行いながら実施した。 

成果 
高齢化率が45％を超えるつるぎ町において生涯現役であるための学びの場や活動

の場としてシルバー学園が存在している。 

高齢者を含めた人口減少が進んでいる中重要な施策である。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 A：拡充 総合点 A：拡充 

 

事業名：つるぎ町図書充実事業 

事業の目的 
目的 つるぎ町就業改善センター及び半田公民館図書室における図書を充実することに

より、読書に親しみ学ぶことの喜びを知る。 

目標 利用頻度が多いとはいえず、図書の充実をはかり快適に図書室を利用してもらう

環境づくりを行う。 

事業の成果 状況 

令和3年度は、話題になったものや興味を引きそうな本を整備することに注力し

た。 

就業改善センター図書購入 200千円 

半田公民館図書購入 100千円 

図書購入額計 470千円 

成果 令和3年度の就業センターの図書利用者数は、例年並みの人数になっていた。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 C：見直し 総合点 C：見直し 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：3.生涯学習の推進  基本区分（2）生涯学習活動の充実 実施区分：②地域社会及び家庭環境の変化への対応 

 

 家庭と地域の教育力をより質の高いものにし、成熟社会における学習環境の整備や青少年の健やかな育成に地域全 

体で取り組んでいく必要があります。そのために、今後地域に住む一人一人が地域に親しみをもち、住民同士の交流に 

つながる社会教育活動を進められるように努めます。 

 
事業名：半田高齢者教室 

事業の目的 
目的 高齢者が健康で実りある生活を送られるよう年間に複数回の講座を開き、社会教

育・交流の場を作る。 

目標 講座で得た知識が実践しやすい内容であることを考慮し、高齢者が健康で豊かな

生活を送られるように努める。 

事業の成果 
状況 

・令和3年度は、新型コロナウイルス感染症予防のため活動を中止した。新型コ

ロナウイルス感染症はしばらく続くことが予想されるため、今後のあり方につい

て検討が必要である。 

成果 成果なし。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 C：見直し 総合点 C：見直し 

 
事業名：つるぎ町連合婦人会（社会教育団体助成金事業） 

事業の目的 
目的 成人女性の修養・趣味・社会活動などを目的として結成され、婦人により構成さ

れる組織。 

目標 婦人活動の活性化を目指す。 

事業の成果 
状況 

新型コロナウイルス感染症予防のため、令和2年度の次の活動を中止した。 

連合婦人会 

・4月 役員会 

・5月 総会 

・6月 一般財団法人徳島県婦人団体連合会総会 

・7月 美馬地区決起大会 

・9月 婦人団体連合会交流芸能事業 

・10月 婦人団体研究会 

・11月 つるぎ町社会福祉大会 

成果 敬老会が中止になったが、町内の高齢者宅を訪問し菓子が入った封筒等を手渡す

事業を実施した。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：3.生涯学習の推進  基本区分（3）人権教育の推進  実施区分：①基本理念 

 

 本町では、人権行政を重要施策に位置づけ、人権条例を施行し、人権施策推進本部を設置しています。私たちの人権意

識は高くなっていますが、社会がグローバル化するなかで、多様な文化や個性をもった人々との共生も求められていま

す。今後においても、これまでの同和教育・啓発の成果と手法を生かした人権教育・啓発活動の取組をより一層推進し、

基本的人権の確立と人権尊重の理念を深く理解し、「人権と共生」の時代を切りひらく人権教育と啓発に努めます。 

 

事業名：人権意識啓発事業 

事業の目的 
目的 住民の人権意識を高めるとともに、町が行う人権学習等の取り組みを周知し参画

を促す。 

目標 広報への人権情報等を掲載することで人権意識の高揚をはかる。 

事業の成果 
状況 令和3年度は、人が集まる研修会や講演会を中止としたため、隔月で広報に人権

教育資料を掲載した。 

成果 広報による人権意識の高揚をめざした。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
事業名：人権啓発教育（教育関連） 

事業の目的 
目的 

平成17年3月に施行された「つるぎ町人権条例」に則り、基本的人権の確立と人

権尊重の理念を理解 

し、「人権と共生」の時代を切りひらく人権教育・啓発を充実発展させ、すべて

の住民の人権が互いに尊重され擁護される社会を実現する。 

目標 人権意識の向上の為、町民への人権研修会への参加の呼びかけ。 

事業の成果 
状況 

新型コロナウイルス感染症対策のため、令和3年度は各種事業を中止した。 

・年１回持ち回りの町内の小中学校で人権教育研究大会開催費 

・担当学校の学校教員の研修旅行費 

成果 事業中止のため成果無し 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度 事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：3：生涯学習の推進  基本区分（6）各種スポーツ団体の活動推進  実施区分：③つるぎ町体育協会 

 
 つるぎ町体育協会は、野球、サッカーなどの球技、剣道、空手などの武道、カローリングなど、年齢、種

目を問わない、１３の部により構成されており、各部において町内大会を自主的に運営しています。これか

らも、スポーツを通じて住民が気軽に体育活動ができる基盤を整備し、子ども・大人・お年よりという世代

や、障がい等の有無に関わらず、町民全ての、心身の健全な育成を行う生涯スポーツが根付いた地域となる

よう、意識の醸成に努めます。 

 

事業名：つるぎ町体育協会活動事業 

事業の目 

的 

目的 
本会は、つるぎ町における体育・スポーツの健全な普及及び発展を図り、もって

町民の心身の健全な発達に寄与すると共に体育の振興を図ることを目的とする。

（つるぎ町体育協会会則 第3条） 

目標 町民の健康増進を図り、参加者が一同に楽しめる大会運営を目指す。 

事業の成果 
状況 昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症予防対策として、体育協会が主催

するイベントは中止となり、各団体の活動も自粛または縮小を余儀なくされた。

成果 新型コロナウイルス感染症予防対策として活動自粛状態にあり成果はなし。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：3.生涯学習の推進  基本区分（7）スポーツ活動の普及促進  実施区分：                    

 
 町民のスポーツ活動の多様化により、さまざまなスポーツ事業についても町民のニーズに対応し、常に現

行の事業を見直しつつ、その 内容を充実していきます。また、町民のスポーツの振興という観点からは、ス

ポーツ活動をしている人々への対応とともに、スポーツ活動をしていない人々に働きかけ、参加につなげて

いくことも重要です。スポーツ活動への参加を促すスポーツ教室や地域での事業、子どもの頃からスポーツ

に親しむ環境づくり、親子でスポーツに参加できる事業などを実施するとともに、町民が手軽に楽しめるニ

ュースポーツの普及・振興などを進めます。高齢者や障がいのある人、あるいはその他のいろいろな条件に

よってスポーツをしていない人も気軽に体を動かすことができ、積極的にスポーツに親しみ社会参加できる

よう、町民スポーツの枠を広げていきます。さらに健康・体力づくりに関する相談・指導と町民スポーツへ

の取組を関連づける事業の実施など、保健福祉部門との連携を強めていきます。 

 
事業名：体育施設の運営・管理 

事業の目的 
目的 スポーツセンター並びに町内の体育施設の利用が円滑に行えるように、施設の維

持管理、利用団体の調整・施設開放を行う。 

目標 スポーツ少年団・社会体育団体等にスポーツセンター並びに半田小・中学校のグ

ラウンドを開放し、体育振興・生活文化の向上に寄与する。 

事業の成果 

状況 
施設の維持管理及び運営にかかる経費を負担する。 ・光熱水費 1,100千円（ス

ポーツセンターのみ） ・施設鍵開閉委託料 500千円 ・浄化槽維持管理委託費 

422千円 ・消耗品費 50千円 

成果 

コロナ禍にありながら感染予防の対策等を実施して各種活動を行った。 

 定期利用団体  

スポーツセンター：半田剣道教室スポーツ少年団、半田JVS（少女バレー）、 

半田バレーボール愛好会（社会人バレーボール）  

中学校グラウンド：つるぎ少年野球クラブ（少年野球） 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
事業名：徳島駅伝 

事業の目的 
目的 徳島駅伝美馬郡チームの大会参加と期間中の運営支援 

目標 来年度の大会に向けて選手の確保およびチーム力向上を目指した。 

事業の成果 
状況 

今大会は、２年ぶりの開催となり、レースは２日間となった。コースは徳島市～

鳴門市～三好市と三好市～つるぎ町～徳島市のみとなり、県南コースは次回大会

で採用される見通しとなっている。運営主催は、徳島陸上競技協会、徳島県、徳

島新聞社。 

成果 ・令和4年1月3日～1月5日に第68回大会が開催され、全区間出走するフルエント

リーを果たした。 令和3年：総合第15位 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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事業名：スポーツ少年団運営補助金・大会補助金 

事業の目的 
目的 

スポーツを通じて、心身の健全な発達を促すとともに、自己責任、克己心やフェ

アプレイの精神を身につけることを目指す。 また、仲間や指導者との交流を通

じて、青少年のコミュニケーション能力を育成し、豊かな心と他人に対する思い

やりをはぐくむ。さらに、様々な要因による子どもたちの精神的なストレスの解

消と、多様な価値観を認めあう機会及び青少年の体力・運動能力の低下傾向の解

消のため、町内スポーツ少年団の活性化を図るため主催する大会の運営補助を行

う。 

目標 少年団の運営並びに町少年団が主催する大会の運営を補助することで各種目の競

技者人口の拡大や、 競技力の向上を目指す。 

事業の成果 

状況 

少年団運営補助金 ・5団体 393千円。 大会運営補助金。  
・木綿麻杯・そうめん祭り野球大会 90千円。 

 ・貞光ゆうゆうぱーく杯少年サッカー大会補助金 90千円。 
 ・県西部小・中学生剣道大会 0千円（中止） 

成果 

・町内少年団 5団体 団員数100名 指導者17名。  
・7月と10月 第3回木綿麻杯・そうめん祭り少年野球大会実施  
・6月 県西部小・中学生剣道大会 中止 

 ・12月 貞光ゆうゆうぱーく杯少年サッカー大会 実施  
以上の団体並びに主催大会の実施を補助し、各競技の振興を図った。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
事業名：つるぎ町文化スポーツ振興奨励金 

事業の目的 
目的 つるぎ町の文化及びスポーツにおいて活躍する個人または団体に対して奨励

金を交付し活動の促進を 図る。 

目標 町民の文化意識の高揚及び体力づくりの促進を図る。 

事業の成果 

状況 ・全国規模の大会に出場する個人または団体に対して交付。 

成果 
・個人 レスリング全国大会出場 104千円 
・つるぎ高校陸上部全国体会出場 1,000円 ・町立小中学校が四国大会等に出

場した場合の活動費 0千円（3分の2を助成） 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：4.地域文化の振興と推進  基本区分（1）地域文化の継承と振興  実施区分：                  

 
 地域文化の継承・振興、担い手の育成とは、地域固有の文化を現代において再現することであり、これら

の作業は地域社会の活性化に直接つながっていきます。さらに、地域住民が主体となって行う一連の活動

は、地域活性化のためというプレッシャーの下での義務感によってではなく、一人一人が楽しんで参画して

いくことが何よりも大切です。地域のため、地域社会の中の義務作業、という特別な意気込みではなく、特

技を活かして有志グループで始めた活動が、思わぬ新たなアイデアや創造性を生み出し、結果として地域社

会の活性化につながるといったことも少なくありません。伝統文化が息づく地域社会を背景に大人たちが楽

しく暮らす姿勢は、次世代を担う子どもたちに地域の魅力が自然に伝わっていく も効果的な方法なので

す。地域文化のさらなる発展には、単に現状の維持にとどまらず、伝統文化の後世への継承方法も含めて、

さまざまな地域への情報発信・情報交換を試みていくことが効果的です。地域固有の文化の価値発見の方

法、新たな担い手の創出方法と支援方策、文化のアレンジ、再生と創造等、オリジナリティ溢れる経緯と効

果を伝統文化と共に情報発信していくことで、新たな地域間交流を生みだすでしょう。それは同時に、地元

地域のやり方が外部評価にさらされ、新たな課題を生むことになるかもしれません。しかし、さまざまな形

態による情報交換により、地域のノウハウや新しい情報を得ることにもつながり、より地元地域に適した魅

力的なマネジメントを行う力をつけ、地域社会は成長していきます。力強く活気があり安定した地域社会の

維持・継承と発展、そこで生き生きと 活動する大人の姿は、必ず次世代の子どもたちに通じるものであり、

安心して定住できる地域づくりにつながります。伝統文化が息づく地域社会を維持・ 継承し、美しい中山間

地区の総合的な魅力を引きだしていくよう努めます。  

 
事業名：西瓜コンクール 

事業の目的 
目的 貞光中央公民館西瓜教室で栽培方法を学んだ会員が出品し、知事賞を目指し糖

度、食感、外観などを 競う。 

目標 町村が開催するイベントで 唯一、知事賞があるなど徳島県のイベントとしても

定着しており会員も66人と多く会を盛り上げて支援していきたい。 

事業の成果 
状況 令和3年度西瓜コンクールは無観客で実施した。審査したスイカは会員が持ち帰

り即売会を中止した。 

成果 ・夏の風物詩として、つるぎ町の欠かせない行事となっており、参加者の生きが

いともなっている。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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事業名：半田地区、貞光地区、一宇地区等の公民館の運営管理 

事業の目的 
目的 

公民館は、地域住民の生活に即する教育、学術及び文化に関する各種事業を行

う。そして、住民に教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振

興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 

目標 住民の多様化・高度化する学習ニーズに対応すると共に住民の輪を広げ住みよい

ふるさとづくりの拠点を目指す。 

事業の成果 

状況 

例年なら公民館が行う次の各種活動は、新型コロナウイルスの感染予防のため中

止または縮小を余儀なくされた。実施の場合は、感染予防ガイドラインに沿い規

模の縮小、ソーシャディスタンスの確保等に注した。 
 ・貞光中央公民館（太田、端山公民館を含む）。 陶芸・民舞教室など各種文化

教室を開催。 発表会は中止（一部の教室生が独自に発表会を実施した。） 
 ・一宇公民館。 各種団体（老人会等）の会議 
 ・半田公民館。 夏休み子ども教室（絵画教室、俳句教室を開催） 
第16回ふるさと俳句実施。絵画、絵手紙、子ども絵画等を展示した。 
 ・その他維持管理にかかる経費 

成果 

すべての行事を実施することはできなかったが、屋外での活動や取り決めの見直

しをはかることにより小規模ながら実施できたものもある。これにより、自主活

動グループによる各種学習教室の学習ニーズに応えることができた。 また、地

域文化の継承や世代を越えた交流活動により、住みよいふるさとづくりの輪を広

げることができた。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：4.地域文化の振興と推進  基本区分（2）文化財の保護と活用の促進  実施区分：①文化財の保護と活用      

 
  文化財保護法第1条は「この法律は、文化財を保存し、且つその活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとと

もに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。」と規定し、保存と活用は文化財保護の重要な柱と位置付けていま

す。本町には、国指定天然記念物 「赤羽根(あかばね)大師(だいし)のエノキ」や県指定の有形文化財７件、県指定天然記

念物８件、県指定民俗文化財２件、町指定文化財５３件、国登録有形文化財１２件など、数多くの有形・無形文化財、天

然記念物などが残されています。これらの文化財が先人たちのたゆまぬ努力によりはるばる令和の時代まで受け継がれて

きたことで、今でも私たちは残された文化財を生きた教材とし、日本古来の伝統的な建築や風習、また地域が歩んできた

歴史などを振り返り、学ぶことが可能となっています。これらの豊富な地域資源を活用してまちづくりに生かすため、一

つでも多くの文化財を未来へと継承していくための保護管理に努め活用します。 
 
事業名：文化財保護 

事業の目的 

目的 つるぎ町に所在する文化財の保護およびその活用を図り、町民の文化的向上に資

することを目的とする。 

目標 
町内文化財保護のため定期巡視を強化する。 

樹勢が衰退している赤羽根大師のエノキの現況を調査し、樹勢回復に向けた検討

を行う。 

事業の成果 

状況 
定期巡視を行い文化財の現況把握に努めた。 

赤羽根大師のエノキ保護検討委員会を立ち上げ、現況把握ならびに樹勢回復に向

けた調査及び検討を行った。 

成果 
文化財の毀損は見受けられなかった。赤羽根大師のエノキ保護検討委員会を3回

開催し、樹勢回復に向けた調査として、灌水調査、腐朽度調査、根系調査、マル

チングによる発根調査を行った。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：4.地域文化の振興と推進  基本区分（3）芸術文化活動の充実  実施区分：①児童生徒への芸術鑑賞の機会、

創作発表機会の提供          

 
小・中学校、児童・生徒作品展、音楽会などを関係団体と連携して開催し、未就学児、小中学生の芸術

鑑賞や創作発表の機会の提供をします。また、国や県からの補助を受けた芸術体験事業等も積極的に取

り入れ、本物の芸術に触れる機会を増やしていきます。 
 
事業名：管楽発表会負担金 

事業の目的 
目的 

金管バンド活動により表現と鑑賞を通して、音楽を楽しむ心を育み豊かな心を育

てるため、県小学校管楽発表会への参加及び金管バンド運営にかかる費用を助成

する。 

目標 各種発表会に向けて練習することにより、児童の情操の醸成と合わせ仲間との連

帯感を築く。 

事業の成果 
状況 例年は、県小学校管楽発表会に参加していたが、令和3年度は新型コロナウイル

ス感染症対策のため中止だった。代替事業として、小学校内での行事を行った。

成果 例年であれば、県小学校管楽発表会やつるぎ町音楽会・貞光地区敬老会などで練

習の成果を披露し好評を得ていたが、新型コロナ感染対策のため中止された。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：4.地域文化の振興と推進  基本区分（3）芸術文化活動の充実  実施区分：③創作活動や練習ができる環境

づくり                

 
芸術文化活動を行う場として主に利用されている就業改善センターや公民館等を、創作活動や練習にも利用

できるよう支援します。また、生涯学習として芸術文化活動を行う人に対しての講座の開催や、指導者紹介

等の支援を行います。 
 
 
事業名：半田公民館「ふるさと俳句」 

事業の目的 
目的 ふるさとの情景や日常のふとした場面に感じるふるさと等を俳句にしてふるさと

や人との繋がり・思いを再認識する機会をつくる。 

目標 活動を通じて俳句を身近なものに感じられるよう周知し、伝統ある地域文化の向

上と活性化を図る。 

事業の成果 

状況 

町内の小学生・中学生、一般（町外在住者も可）の方に「ふるさと」にちなんだ

俳句を募集 小・中学生には学校を通じて、一般には広報記事や、町内に設置し

た投句箱で募集各５部門（小学生は低 ・中・高学年）から特選・入選句を選出

し表彰、副賞（図書券）を授与 特選・入選句は広報に掲載 

成果 
小学生176人 537句。 中学生111人 261句。 一般 19人 94句。 合計 306人 
892句。 県外から投句してくださる常連の方もいるなど楽しみにしている人が多

い。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 
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令和３年度事務事業評価 
つるぎ町教育振興計画（大綱）での位置づけ 
計画区分：4.地域文化の振興と推進  基本区分（3）芸術文化活動の充実  実施区分：④芸術文化を担う団体の支援      

 
 文化協会をはじめとする芸術文化団体は実績発表会を開催し、学校や織本屋、就業改善センターなどで作

品展示と芸能発表会を行い、日頃の学習の成果を発表し、本町の芸術文化振興に大きな役割を果たしてきま

した。また、町民文芸誌を毎年発行し、創刊以来これまでに町民に愛読され、読者の心のよりどころとして

貢献しています。情緒豊かで潤いのあるまちづくりのために、さらなる芸術文化団体の活動を強化し、育成

するための支援や助成を行います。 
 
事業名：つるぎ町文化協会 

事業の目的 

目的 文化団体等の連携を通じ、文化活動の振興及び新たな文化の創造を図り生活の向

上及び豊かな地域づくりに寄与することを目的とする。 

目標 
文化振興につながる各種事業を文化協会員と協議のうえ文化の底上げを目指す。 
また、文化協会の事業の認識を深めるため町民が多く参加できる音楽イベントを

行う。 

事業の成果 
状況 新型コロナウイルス感染症予防対策として、大勢が集まる文化フェスタが中止と

なった。町民文芸350部は発行した。 

成果 活動の制限はあったが、町民文芸での随筆の部では多くの投書があり内容が充実

した。 

補助対象事

業及び財源 
町単独 自己評価 B：継続 総合点 B：継続 

 
 


